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○　声の周波数は人によって異なります。そのため，声の周波数の波紋は「声紋」とよばれて，指紋と同じく個人識別認証システム
などに取り入れられています。 同じ画素数を白か黒で表現した場合とフルカラーで表現した場合では，データ量は何倍になるでしょうか。

受け取ったメールの文字がおかしな
表示になっていて，読めなかったこと
はありませんか。それは送信側と受信
側のコンピュータ環境やコード体系の
違いが影響しています。
コンピュータには，機種やO

オーエス
Sによっ

て文字コードの割り振りが違う文字が
あり，それを機種依存文字といいます。
例えば①などの数字があります。
コード体系の違いの場合は，表示

モードを適正な文字コードにすること
で解決できます。

音には，高さ，大きさ，音色の 3

つの要素があり，それぞれ周期，振幅，
波形で表現できます。

蚊の羽音に似たキーンという高い音
をモスキート音といいます。これは年
齢や個人差によって，聞こえたり聞こえ
なかったりすることが分かっています。
このモスキート音を利用した高周波

雑音発生装置「モスキート」がユー
モアにあふれ，科学への関心を高め
た研究に贈られるイグ・ノーベル賞で，
2006 年の平和賞に輝きました。
これは，蚊が発する 17,000H

ヘルツ
z 以

上の超高周波音を発生させる装置です。
この音は 10 ～ 20 代には聞き取りや
すく，年齢が高くなればなるほど聞き
取れなくなります。そのため，若者に
よる犯罪を平和的に抑制する手段とし
て開発されました。
日本でも，公園の器具を破壊する若

者の集団を撃退するため，2009 年に
モスキート装置が試験的に設置されま

画素の細かさを解像度といいます。解像度は 1 インチ（25.4mm）当たりのドット数で表し，d
ディーピーアイ

pi という単位を用います。
解像度が高いほど滑らかな画像になりますが，データサイズが大きくなります。

画素の濃淡が変化する段階数を階調といいます。階調が大きいほど，色をこまやかに再現することができます。

9312/9313/
9314/9315/
9316/9317/
9318/9319/
9320/9321

文字コード①/②/③/④/⑤/
⑥/⑦/⑧/⑨/⑩

（日）/（月）/（火）/
（水）/（木）/（金）/
（土）/（祭）/（祝）/（自）

Ⅰ，Ⅱ，Ⅲ，Ⅳ など ㍉，㌢，㎜，㎝など

神，﨑，珉 など（株），℡，♥など

ローマ数字

特殊記号

単位記号

拡張文字

私が取る！

蚊だ！

どこ？

周期が短いと高い音となり，振幅が
大きいと大きな音となります。波形の
異なる音は，違う音色になります。

さまざまな楽器の音の波形を記録し
て音源として利用しているのが，シン
セサイザーという楽器です。

もあります。
蚊の音が防犯になったり，着信音に

なったりするとは，昔は想像できない
ことでした。

した。
一方，若者向けの携帯電話の着信音

にモスキート音が使われ，授業中に携
帯電話を使う生徒が問題になったこと

章末資料 機種依存文字5 章末資料 音の要素と波形の関係7

章末資料 モスキート音8
章末資料 解像度と階調6

▼ 音の高さ▼ 音の波形

周期

振幅

高い

低い

大きい

小さい

▼ 音の大きさ ▼ 音色
サイン波

矩形波
く  けい  は

▲ 350dpi ▲ 72dpi ▲ 36dpi

▲フルカラー ▲ 64色 ▲ 8色

1 31 2
0001 1100
1C

0001 1101
1D

Link

10　音と動画のディジタル化  24ページ
44　歌声を合成しよう  124ページ

Link

10　音と動画のディジタル化  24ページ
44　歌声を合成しよう  124ページ

Link

文字のディジタル化  21ページ

Link

09　画像のディジタル化  22ページ
データ量の計算  26ページ
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私は平気…？
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3  被害に結び付く行動
インターネットでの出会いによるトラブルを避け，深刻な被
害に遭わないためには，どうしたらよいでしょうか。
■個人情報を伝えると　自分の名前，住所，学校などの情報や
写真はもちろんのこと，それを推測できるような情報

❷
を伝える

と，犯罪に巻き込まれるおそれがあります。
■個人情報を公開すると　悪意ある人は，相手とのやりとりか
ら得た情報に基づいて巧みに検索を行い，相手を特定しようと
します。もし，個人情報や写真がどこかに掲載されていれば，
個人を特定されるかもしれません。
■ 1人で会うと　インターネットで知り合った相手は，本当
はどのような人物か分かりません。1人だけで直接会うことに
は危険が伴います。
個人情報の流出から起こる被害は，性犯罪に関するものだけ
ではありません。さまざまな詐欺や迷惑メールなどの被害もあ
ります。ふだんから，自分の個人情報をどこかに書き込んだり，
公開したりすることに慎重になっておくことです。
また，悪意ある人や見知らぬ人からメッセージが来ることを
避けるために，メッセージの受信を拒否する機能を利用するこ
ともできます。

0100 0010
42 B

0100 0011
43 C④　①～③は程度の差はありますが，物事に夢中になって自己判断が危うくなっている状態を示すときに使われます。

次の小説でなりすましを題材にしているのはどれでしょうか。
①鉄

ぽ っ ぽ
道員

や
　②火

か
車
しゃ
　③たそがれ清

せい
兵
べ
衛
え

3 23 1

1  出会いをきっかけとした犯罪
インターネットでは，簡単に見知らぬ人と知り合ったり，コ

ミュニケーションを図ったりすることができます。そこから新
しい情報や知識，楽しみや刺激を得ることができる一方，中に
は悪意を持って近づく人がいて，犯罪に巻き込まれることもあ
ります。
深刻なものの 1つに，インターネットを通じて男性と知り

合った女性が，その男性と直接会ったことで性犯罪の被害に遭
うというものがあります。インターネットが普及した当初は，
出会い系サイトでの交流から，こうした青少年の性犯罪被害が
多く発生していました。そのため，出

で
会
あ
い系

けい
サイト規

き
制
せい
法
ほう
が施

行されて，青少年による出会い系サイトの利用が違法となり，
フィルタリングなどの対策が普及しました。こうして，出会い
系サイトをきっかけとした性犯罪は減少しましたが，代わって，
交流サイトやコミュニティサイト，S

エスエヌエス
NSを舞台とするものが

増加し，依然として大きな問題となっています
❶
。

2  なりすまし
インターネットでは，なりすましが可能です。大人の男性が

女子高校生などになりすまし，同年代の女子と共通の趣味や関
心事の話題で交流を深め，住所や学校を推測できる情報や，人
に知られたくない話を聞き出して，その女子を脅迫するという
こともありえます。もし，「昨日，男子に告白して振られた。」
というメッセージをうっかり送ってしまったら，「それをクラ
スの友達に知られたくなかったら，会ってほしい。」と言われ
かねないのです。

23 出会いトラブルの危険性
インターネットでの出会いから，思わぬトラブルに巻き込まれることがありま
す。そのような被害に遭わないための方法や心がけを理解し，身につけましょう。

5

10

15

20

25
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15
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図 2　ネットワーク利用犯罪の増加
 警察庁『サイバー空間をめぐる脅威の情勢等について』2018 年

図 1　コミュニティサイトにひそむ危険
 出会い系サイトで犯罪に巻き込まれた被害者が，そ
のサイトにどのようなイメージを持っていたかを
調査したもの。
警察庁『コミュニティサイトに起因する児童被害の
事犯に係る調査結果』2014 年上半期

34.1%

28.1%

27.2%

3.8%

3.0%
3.8%
その他

ゲームサイト

自己紹介
サイト

コミュニティ
サイト

友達・メル友を
探すサイト

出会い系サイト

名前，住所，年齢，学校名，学年，家族構成，
電話番号，メールアドレスなど

出会い系サイト規制法

なりすまし

個人情報にはどのようなものがあるか考えま
しょう。

自分の個人情報をむやみに他人に伝えな
いようにしましょう。

自分の個人情報を公開することには慎重
になりましょう。

インターネットで知り合った相手とは，
1 人だけで会わないようにしましょう。

❶出会いトラブルが目立つサイトやサービスは，時
代とともに変化しています。

❷ 1 つだけでは分からなくても，複数の情報を組み
合わせて特定できれば，個人情報となります。

怖いねー

でも
ネットで人と知り合っても
絶対に会わないから
私は大丈夫ね

被害者は出会い系
    サイトで知り合い…

－本当に
  大丈夫？－

2017（年度）2016201520142013

（件）
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児童ポルノ法違反
（児童ポルノ）

名誉毀損
ストーカー規制法違反

その他

商標法違反
脅迫
児童買春・児童ポルノ法
違反（児童買春）
著作権法違反
青少年保護育成条例違反

わいせつ物頒布等

詐欺

122

148 192

1,295

1,410

951

835

693

593

586
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304

7,483

1,368

1,430

828

819

616

586

634

387
298
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267

7,448

1,432

1,453

1,084

769

858

398

793

376
302
223
323

8,011

113

179
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1,124

1,260

956

781

690

731
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そのキャラ，僕の…
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3  著作権の保護
簡単にコピーを作れたり，誰もが制作者になれる今だからこ

そ，著作権をしっかり守らなければいけません。他人が作った
著作物を利用したい場合は，著作権を保有している人から許可
を取る必要があります。

しかし，著作権の制限を行うことで，私たちが自由に著作物
を使うことができる場合があります。その 1つが引用です。引
用するためには守らなければいけないルールがあります。この
場合でも，著作者人格権の部分の改変は認められないので注意
が必要です。

他人が作った著作物を自分の著作物の中で引用するときには，いくつかのルー
ルを守る必要があります。

引用のルール

0100 1110
4E N

0100 1111
4F O映像の著作権を保護するために設けられた仕組みです。メディアに 10 回コピーすると，ドライブからデータが自動消去されます。

1709 年，世界で初めての著作権法がイギリスで制定され，法律名にはある人の
名前が付けられました。誰の名前でしょうか。　①学者　②王　③将軍3 83 7

1  知的財産権
知
ち
的
てき
財
ざい
産
さん
権
けん
は「作った人の権利」のことです。大きく分けて，

著
ちょ
作
さく
権
けん
と産

さん
業
ぎょう
財
ざい
産
さん
権
けん
があります。著作権は産業財産権と異なり

❶
，

著作物が作られたときに自動的に発生します。

2  著作物と著作権
著作物とは，「思想又は感情を創作的に表現したものであっ
て，文芸，学術，美術又は音楽の範囲に属するもの

❷
」をいいま

す。つまり，人のまねでなく，その人の思想や感情が創作的に
表現されていれば，幼児の絵も小学生の作文も立派な著作物で
す。逆に，誰かの物を写したり，よくある形だったりすると，
著作物としては認められません。
著作権は著作物を作った人の権利で，「勝手に使用されない
権利」などをいいます。基本的に著作者の死後 50年まで保護
されることになっています

❸
。著作権は，著

ちょ
作
さく
者
しゃ
人
じん
格
かく
権
けん
と著

ちょ
作
さく
財
ざい

産
さん
権
けん
に分けられます。

29 著作権
ものを作ったり，作られたものを使用する際には，勝手に行うのではなく，ルー
ルを守って行うようにしましょう。

5

10

15

5

10

図 1　著作権侵害の例

◯◯のキャラで
マンガ描いたけど

100 円で買わない？

ネットに載っていた
読書感想文を
コピペして

提出しちゃおう！

この映画は今
公開中のはずだけど
ダウンロードして
タダで見よう！

この曲すごくいい！
動画サイトに
アップしよう！

この本から引用したから
ちゃんと最後に
書かないとね！

クリエイティブ・コモンズ，フリーウェアなど

表 1　著作者の権利
名称 著作権の種類 著作権法 権利の概要

著作者人格権
公表権 18 条 著作物を公表する権利
氏名表示権 19 条 著作物を公表する際に氏名を表示するか否かを決める権利
同一性保持権 20 条 著作物の内容を改変されない権利

著作財産権

複製権 21 条 著作物を複製する権利
上演権・演奏権・上映権 22 条 著作物を上演・演奏・上映する権利
公衆送信権 23 条 著作物を公衆に送信または送信可能にする権利
口述権 24 条 言語の著作物を口述する権利
展示権 25 条 美術の著作物を展示する権利
頒布権 26 条 映画の著作物を頒布する権利
譲渡権・貸与権 26 条 映画以外の著作物を譲渡・貸与する権利
翻訳権・翻案権 27 条 著作物を翻訳・変形する権利

〇〇大学の高田氏（2015）は，「著作
権は文化の発展のためにある。」
（p.123）と主張し，私も許諾を得れ
ば使えるという仕組みから，そのと
おりだと思う。（出典は巻末に明記）

高田浩（2015）『情報の今昔』，社会出版，
東京

巻末

②引用部分が
ほかの部分と
区別できる
③引用部分を勝
手に変えない

⑤出典が明記さ
れている

①引用する必
然性がある

④引用部分が
全体の一部
である

著作権の例外規定  84ページ
クリエイティブ・コモンズ  85ページ

知的財産権

著作権

産業財産権

著作者人格権

著作財産権

著作者が，著作物利用許諾の意思を明らかに
している例を挙げましょう。

知的財産権について理解し，権利を侵害
しないようにしましょう。

❶産業財産権は，特許庁に出願して認められたとき
に権利が発生します。

❷著作権法第2条１
❸映画などの保護期間は，公開してから70年です。

某サークルマーケット

大盛況
ですねー

本当はダメなんだけど
愛読者みたいだしな　
しょうがないかぁ～
…はぁ

心の声が漏れ出てる

産業財産権  84ページ
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○　声の周波数は人によって異なります。そのため，声の周波数の波紋は「声紋」とよばれて，指紋と同じく個人識別認証システム
などに取り入れられています。 同じ画素数を白か黒で表現した場合とフルカラーで表現した場合では，データ量は何倍になるでしょうか。

受け取ったメールの文字がおかしな
表示になっていて，読めなかったこと
はありませんか。それは送信側と受信
側のコンピュータ環境やコード体系の
違いが影響しています。
コンピュータには，機種やO

オーエス
Sによっ

て文字コードの割り振りが違う文字が
あり，それを機種依存文字といいます。
例えば①などの数字があります。
コード体系の違いの場合は，表示

モードを適正な文字コードにすること
で解決できます。

音には，高さ，大きさ，音色の 3

つの要素があり，それぞれ周期，振幅，
波形で表現できます。

蚊の羽音に似たキーンという高い音
をモスキート音といいます。これは年
齢や個人差によって，聞こえたり聞こえ
なかったりすることが分かっています。
このモスキート音を利用した高周波

雑音発生装置「モスキート」がユー
モアにあふれ，科学への関心を高め
た研究に贈られるイグ・ノーベル賞で，
2006 年の平和賞に輝きました。
これは，蚊の羽音に似た 17,000H

ヘルツ
z

以上の超高周波音を発生させる装置で
す。この音は 10 ～ 20 代には聞き取
りやすく，年齢が高くなればなるほど
聞き取れなくなります。そのため，若
者による犯罪を平和的に抑制する手段
として開発されました。
日本でも，公園の器具を破壊する若

者の集団を撃退するため，2009 年に
モスキート装置が試験的に設置されま

画素の細かさを解像度といいます。解像度は 1 インチ（25.4mm）当たりのドット数で表し，d
ディーピーアイ

pi という単位を用います。
解像度が高いほど滑らかな画像になりますが，データサイズが大きくなります。

画素の濃淡が変化する段階数を階調といいます。階調が大きいほど，色をこまやかに再現することができます。
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文字コード①/②/③/④/⑤/
⑥/⑦/⑧/⑨/⑩

（日）/（月）/（火）/
（水）/（木）/（金）/
（土）/（祭）/（祝）/（自）

Ⅰ，Ⅱ，Ⅲ，Ⅳ など ㍉，㌢，㎜，㎝など

神，﨑，珉 など（株），℡，♥など

ローマ数字

特殊記号

単位記号

拡張文字

私が取る！

蚊だ！

どこ？

周期が短いと高い音となり，振幅が
大きいと大きな音となります。波形の
異なる音は，違う音色になります。

さまざまな楽器の音の波形を記録し
て音源として利用しているのが，シン
セサイザーという楽器です。

もあります。
蚊の音が防犯になったり，着信音に

なったりするとは，昔は想像できない
ことでした。

した。
一方，若者向けの携帯電話の着信音

にモスキート音が使われ，授業中に携
帯電話を使う生徒が問題になったこと

章末資料 機種依存文字5 章末資料 音の要素と波形の関係7

章末資料 モスキート音8
章末資料 解像度と階調6

▼ 音の高さ▼ 音の波形

周期

振幅

高い

低い

大きい

小さい

▼ 音の大きさ ▼ 音色
サイン波

矩形波
く  けい  は

▲ 350dpi ▲ 72dpi ▲ 36dpi

▲フルカラー ▲ 64色 ▲ 8色

1 31 2
0001 1100
1C

0001 1101
1D

Link

10　音と動画のディジタル化  24ページ
44　歌声を合成しよう  124ページ

Link

10　音と動画のディジタル化  24ページ
44　歌声を合成しよう  124ページ

Link

文字のディジタル化  21ページ

Link

09　画像のディジタル化  22ページ
データ量の計算  26ページ

66 67

私は平気…？
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3  被害に結び付く行動
インターネットでの出会いによるトラブルを避け，深刻な被

害に遭わないためには，どうしたらよいでしょうか。
■個人情報を伝えると　自分の名前，住所，学校などの情報や
写真はもちろんのこと，それを推測できるような情報

❷
を伝える

と，犯罪に巻き込まれるおそれがあります。
■個人情報を公開すると　悪意ある人は，相手とのやりとりか
ら得た情報に基づいて巧みに検索を行い，相手を特定しようと
します。もし，個人情報や写真がどこかに掲載されていれば，
個人を特定されるかもしれません。
■ 1人で会うと　インターネットで知り合った相手は，本当
はどのような人物か分かりません。1人だけで直接会うことに
は危険が伴います。
個人情報の流出から起こる被害は，性犯罪に関するものだけ

ではありません。さまざまな詐欺や迷惑メールなどの被害もあ
ります。ふだんから，自分の個人情報をどこかに書き込んだり，
公開したりすることに慎重になっておくことです。
また，悪意ある人や見知らぬ人からメッセージが来ることを

避けるために，メッセージの受信を拒否する機能を利用するこ
ともできます。

0100 0010
42 B

0100 0011
43 C④　①～③は程度の差はありますが，物事に夢中になって自己判断が危うくなっている状態を示すときに使われます。

次の小説でなりすましを題材にしているのはどれでしょうか。
①鉄

ぽ っ ぽ
道員

や
　②火

か
車
しゃ

　③たそがれ清
せい

兵
べ

衛
え

3 23 1

1  出会いをきっかけとした犯罪
インターネットでは，簡単に見知らぬ人と知り合ったり，コ
ミュニケーションを図ったりすることができます。そこから新
しい情報や知識，楽しみや刺激を得ることができる一方，中に
は悪意を持って近づく人がいて，犯罪に巻き込まれることもあ
ります。
深刻なものの 1つに，インターネットを通じて男性と知り

合った女性が，その男性と直接会ったことで性犯罪の被害に遭
うというものがあります。インターネットが普及した当初は，
出会い系サイトでの交流から，こうした青少年の性犯罪被害が
多く発生していました。そのため，出

で
会
あ
い系

けい
サイト規

き
制
せい
法
ほう
が施

行されて，青少年による出会い系サイトの利用が違法となり，
フィルタリングなどの対策が普及しました。こうして，出会い
系サイトをきっかけとした性犯罪は減少しましたが，代わって，
交流サイトやコミュニティサイト，S

エスエヌエス
NSを舞台とするものが

増加し，依然として大きな問題となっています
❶
。

2  なりすまし
インターネットでは，なりすましが可能です。大人の男性が
女子高校生などになりすまし，同年代の女子と共通の趣味や関
心事の話題で交流を深め，住所や学校を推測できる情報や，人
に知られたくない話を聞き出して，その女子を脅迫するという
こともありえます。もし，「昨日，男子に告白して振られた。」
というメッセージをうっかり送ってしまったら，「それをクラ
スの友達に知られたくなかったら，会ってほしい。」と言われ
かねないのです。

23 出会いトラブルの危険性
インターネットでの出会いから，思わぬトラブルに巻き込まれることがありま
す。そのような被害に遭わないための方法や心がけを理解し，身につけましょう。
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15
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図 2　ネットワーク利用犯罪の増加
 警察庁『サイバー空間をめぐる脅威の情勢等について』2019 年

図 1　コミュニティサイトにひそむ危険
 出会い系サイトで犯罪に巻き込まれた被害者が，そ
のサイトにどのようなイメージを持っていたかを
調査したもの。
警察庁『コミュニティサイトに起因する児童被害の
事犯に係る調査結果』2014 年上半期

34.1%

28.1%

27.2%

3.8%

3.0%
3.8%
その他

ゲームサイト

自己紹介
サイト

コミュニティ
サイト

友達・メル友を
探すサイト

出会い系サイト

名前，住所，年齢，学校名，学年，家族構成，
電話番号，メールアドレスなど

出会い系サイト規制法

なりすまし

個人情報にはどのようなものがあるか考えま
しょう。

自分の個人情報をむやみに他人に伝えな
いようにしましょう。

自分の個人情報を公開することには慎重
になりましょう。

インターネットで知り合った相手とは，
1 人だけで会わないようにしましょう。

❶出会いトラブルが目立つサイトやサービスは，時
代とともに変化しています。

❷ 1 つだけでは分からなくても，複数の情報を組み
合わせて特定できれば，個人情報となります。

怖いねー

でも
ネットで人と知り合っても
絶対に会わないから
私は大丈夫ね

被害者は出会い系
    サイトで知り合い…

−本当に
  大丈夫？−
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そのキャラ，僕の…
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3  著作権の保護
簡単にコピーを作れたり，誰もが制作者になれる今だからこ

そ，著作権をしっかり守らなければいけません。他人が作った
著作物を利用したい場合は，著作権を保有している人から許可
を取る必要があります。

しかし，著作権の制限を行うことで，私たちが自由に著作物
を使うことができる場合があります。その 1つが引用です。引
用するためには守らなければいけないルールがあります。この
場合でも，著作者人格権の部分の改変は認められないので注意
が必要です。

他人が作った著作物を自分の著作物の中で引用するときには，いくつかのルー
ルを守る必要があります。

引用のルール

0100 1110
4E N

0100 1111
4F O映像の著作権を保護するために設けられた仕組みです。メディアに 10 回コピーすると，ドライブからデータが自動消去されます。

1709 年，世界で初めての著作権法がイギリスで制定され，法律名にはある人の
名前が付けられました。誰の名前でしょうか。　①学者　②王　③将軍3 83 7

1  知的財産権
知
ち
的
てき
財
ざい
産
さん
権
けん
は「作った人の権利」のことです。大きく分けて，

著
ちょ
作
さく
権
けん
と産

さん
業
ぎょう
財
ざい
産
さん
権
けん
があります。著作権は産業財産権と異なり

❶
，

著作物が作られたときに自動的に発生します。

2  著作物と著作権
著作物とは，「思想又は感情を創作的に表現したものであっ

て，文芸，学術，美術又は音楽の範囲に属するもの
❷
」をいいま

す。つまり，人のまねでなく，その人の思想や感情が創作的に
表現されていれば，幼児の絵も小学生の作文も立派な著作物で
す。逆に，誰かの物を写したり，よくある形だったりすると，
著作物としては認められません。
著作権は著作物を作った人の権利で，「勝手に使用されない

権利」などをいいます。基本的に著作者の死後 70年まで保護
されることになっています

❸
。著作権は，著

ちょ
作
さく
者
しゃ
人
じん
格
かく
権
けん
と著

ちょ
作
さく
財
ざい

産
さん
権
けん
に分けられます。

29 著作権
ものを作ったり，作られたものを使用する際には，勝手に行うのではなく，ルー
ルを守って行うようにしましょう。

5

10

15

5

10

図 1　著作権侵害の例

◯◯のキャラで
マンガ描いたけど

100 円で買わない？

ネットに載っていた
読書感想文を
コピペして

提出しちゃおう！

この映画は今
公開中のはずだけど
ダウンロードして
タダで見よう！

この曲すごくいい！
動画サイトに
アップしよう！

この本から引用したから
ちゃんと最後に
書かないとね！

クリエイティブ・コモンズ，フリーウェアなど

表 1　著作者の権利
名称 著作権の種類 著作権法 権利の概要

著作者人格権
公表権 18 条 著作物を公表する権利
氏名表示権 19 条 著作物を公表する際に氏名を表示するか否かを決める権利
同一性保持権 20 条 著作物の内容を改変されない権利

著作財産権

複製権 21 条 著作物を複製する権利
上演権・演奏権・上映権 22 条 著作物を上演・演奏・上映する権利
公衆送信権 23 条 著作物を公衆に送信または送信可能にする権利
口述権 24 条 言語の著作物を口述する権利
展示権 25 条 美術の著作物を展示する権利
頒布権 26 条 映画の著作物を頒布する権利
譲渡権・貸与権 26 条 映画以外の著作物を譲渡・貸与する権利
翻訳権・翻案権 27 条 著作物を翻訳・変形する権利

〇〇大学の高田氏（2015）は，「著作
権は文化の発展のためにある。」
（p.123）と主張し，私も許諾を得れ
ば使えるという仕組みから，そのと
おりだと思う。（出典は巻末に明記）

高田浩（2015）『情報の今昔』，社会出版，
東京

巻末

②引用部分が
ほかの部分と
区別できる
③引用部分を勝
手に変えない

⑤出典が明記さ
れている

①引用する必
然性がある

④引用部分が
全体の一部
である

著作権の例外規定  84ページ
クリエイティブ・コモンズ  85ページ

知的財産権

著作権

産業財産権

著作者人格権

著作財産権

著作者が，著作物利用許諾の意思を明らかに
している例を挙げましょう。

知的財産権について理解し，権利を侵害
しないようにしましょう。

❶産業財産権は，特許庁に出願して認められたとき
に権利が発生します。

❷著作権法第2条１
❸映画などの保護期間は，公開してから70年です。

某サークルマーケット

大盛況
ですねー

本当はダメなんだけど
愛読者みたいだしな　
しょうがないかぁ～
…はぁ

心の声が漏れ出てる

産業財産権  84ページ

29

67

78

下段

図2

16



訂正箇所 原　　　文 訂　　　正　　　文ページ 行

102 103

目の前のディジタルデバイド

37

章
４

情
報
で
暮
ら
し
が
変
わ
る

3  ICTの普及と識字の関係
文字の読み書きができることを識字といい，識字率は教育水

準の高さを表します。
現代の日本に暮らしていると，文字の読み書きができること

は当然のように思えます。しかし，世界には教育を受けること
ができないために読み書きができず，十分な所得が得られない
人がたくさんいます。
識字率は I

アイシーティー

CTの
❶
普及率と関係があり，ディジタルデバイド

の解消は貧困から脱出する手段として期待されています。

0110 0110
66 f

0110 0111
67 g②　世界共通のピクトグラムは，ISO（国際標準化機構）が定めています。非常口のマークは，1987年に国際規格として制定されました。

ディジタルデバイドについて話し合った九州・沖縄サミットの開催年に発行され
た紙幣があります。何円札でしょうか。5 04 9

1  ディジタルデバイドとは
情報社会では，コンピュータや情報通信ネットワークを活用
できる人とできない人との間で，得られる情報の質・量や発言
の機会に格差が生じることがあります。このような格差のこと
を，ディジタルデバイド（情報格差）といいます。
インターネットの普及率は，居住する都市の規模が大きいほ
ど，世帯主の年齢が若いほど，世帯年収が多いほど高くなり，
地域，年齢，所得によって格差が生じていると考えられます。
また，教育レベルや身体的制約要因から情報格差が生じている
ことも指摘されています。

2  ディジタルデバイドの解消
情報が大きな力を持つ今日の情報社会では，その差が個人や
地域の社会的・経済的な格差を更に広げるという悪循環を招き
かねません。情報社会で平等な人権を確保するためには，情報
化に追いつけない人々への配慮が必要です。ディジタルデバイ
ドの解消には，生活に必要不可欠な情報を公平に安全に提供で
きるシステムの整備や確保が必要です。

37 ディジタルデバイド
住んでいる地域や情報技術を使いこなせるかどうかによって，受けられるサー
ビスに差が生じることがあります。今起きている問題とその対策について考え
ましょう。
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図 4　 ICTの普及率と識字率の関係（2010年）
総務省『情報通信白書』2012 年
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図1　  日本の世代別インター
ネット利用状況

10％未満 25％未満 50％未満 75％未満 データなし75％以上

図2　世界のインターネット普及率
総務省『情報通信白書』2017 年

図 3　子どもたちに教育の機会を
ディジタルデバイドを解消するために，インター
ネットに接続可能で安価なコンピュータを開発途
上国の小学生に配布するという活動があります。
電気がない国や地域でも使えるように，手動で発
電できるようになっています。

2000 年の九州・沖縄サミットで宣言された
沖縄憲章に書かれているディジタルデバイド
の解消策を調べてみましょう。

手頃な価格で通信サービスを供給できるよう
な市場環境の形成を進めていく，など

❶情報通信技術（Information and Communication 
Technology）のこと。

ディジタルデバイド

ICT

2010 年から 2012 年にかけて，ア
ラブ世界において前例のない民主化運
動が発生しました。特にチュニジアや
エジプトなどでは，30 年以上の長期
独裁政治が，数か月の間に相次ぐ民衆
のデモ活動で揺らぐことになりまし
た。これら一連の運動は「アラブの春」
とよばれ，世界中のさまざまな国に影
響を及ぼしました。
この背景には当時急速に普及した

ソーシャルメディアの役割が大きいと
いわれています。衛星放送やインター
ネットの普及で情報は瞬時に伝わり，
ツイッターなどで民主化運動に関する
呼びかけなどが行われました。

アラブの春

図 5　民主化運動期間中の情報源　 総務省『情報通信白書』2012 年
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ローカル・民間メディア

都市の規模や年齢，世帯収入，教育レベ
ルなどによって，ディジタルデバイドが
生じています。

ディジタルデバイドは経済的な貧困につ
ながる恐れがあるため，これを解消する
ためのシステムの整備などが考えられて
います。

都市の規模や年齢，世帯収入，教育レベ

チーズバーガーとポテトと
ドリンクのセット

450円
です

それ
いいね

私も同じの！

300円です

（%）

識字率

普
及
率

（%）

総務省『情報通信白書』2018 年
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表 3　動画像ファイル形式

表 2　音声ファイル形式

表1　静止画像ファイル形式　数値データをグラフに表現して視覚化することで，データの傾向や
特性が見つけやすくなります。グラフにはさまざまな種類があるので，
処理の目的やデータの特徴に合わせて，使用するグラフを適切に選択
することが必要です。

箱ひげ図

　複合グラフに見られる下のような図を
箱ひげ図といいます。
　箱ひげ図は，最小値，第1四

し

分
ぶん

位
い

数
すう

，
中央値，第3四分位数，最大値の5点で
データの分布を表し，複数のデータの分
布を比較するのに適しています。

形式名 特　徴

G
ジ フ

IF
色や白黒階調の種類を最高256通りで表現し，同じ色やパターンが続いている部分を可逆
圧縮した形式。使用されている色の種類が少ない幾何学模様などに適しています。

J
ジェイペグ

PEG
人間の視覚特性に基づいて見た目に影響しない情報を取り除く方法で非可逆圧縮した形
式。写真などに適しています。ディジタルカメラの保存形式として多く利用されます。

P
ピ ン グ

NG
ネットワークに適した形式として，GIFを発展させて多様な機能をもつよう開発された可
逆圧縮形式。色の種類が多い幾何学模様などに適しています。

B
ビーエムピー

MP
ある種のコンピュータで標準的な画像ファイル形式。画面上の画像表現データをそのま
まに近い形式で保存。非圧縮が基本で，小さな画像の高速な読み書きに適しています。

T
テ ィ フ

IFF
タイル状の小さな区画に分割されて処理されます。基本は非圧縮で，数種の圧縮方式に
も対応した形式。ソフトウェア間での画像の交換や大きな画像に適しています。

P
ピ ク ト

ICT
ある種のコンピュータで標準的な画像ファイル形式。ペイント系の画像とドロー系の画
像を混在して保存できます。クリップボードで画像データを交換するのに使われます。

棒グラフ 折れ線グラフ 円グラフ

　項目ごとの数量を中心
からの距離で表現するグ
ラフ。データの全体的な
バランスを見るのに適し
ています。

　２つの項目の数量を縦軸
と横軸に取り，点の位置で
数値を表現するグラフ。全
体的な分布や傾向，相関関
係を見るのに適しています。

　横軸を項目，縦軸を数
値軸とする棒状のグラフ。
項目間の数値を比較する
のに適しています。

　長方形の帯を項目ごとに
区切って数量を表現するグ
ラフ。内訳や比率を表すの
に適しています。

　数量などの推移を折れ線
で表すグラフ。横軸を主に
時間軸とし，時間経過に伴
うデータの変化を読み取る
のに適しています。

　円を分割し，それぞれの
面積によって，項目ごとの
数量を表現するグラフ。内
訳や比率を表すのに適して
います。

帯グラフ 散布図レーダーチャート

最小値 第１四分位数 第３四分位数 最大値中央値

（別の読み方をする場合もあります）

（コンピュータの機種やソフトウェアによって異なります）
形式名 特　徴

M
ミ デ ィ

IDI 音そのものではなく，音色，音程，長さ，強さ，テンポなどの情報を記録したファ
イル形式。サイズが小さいので，インターネットで多く利用されています。

W
ウ ェ イ ブ

AVE ある種のコンピュータで標準的な音ファイル形式。音楽C
シーディー

Dと同等の音質を扱うこと
ができます。データの容量は大きい。

A
ア イ フ

IFF
ある種のコンピュータで標準的な音ファイル形式。高品位でサンプリングした音デ
ータの記録や楽器データの保存が可能です。

M
エムピースリー

P3
動画の圧縮形式であるM

エム

P
ペ グ

EG-1 の音声部分の記録方式を利用した音ファイル形式。
人間が聞き取れない音を除くことで，容量をW

ウ ェ イ ブ

AVE ファイルの 10分の 1程度にす
ることができます。

W
ダブリュエムエー

MA ストリーミング配信に対応したファイル形式。M
エム

P
ピー

3
スリー

形式よりも高圧縮・高音質で，
容量をWAVEファイルの 20分の 1程度に小さくすることができます。

形式名 特　徴

A
エー ブイ アイ

VI
ある種のコンピュータで標準的な動画像ファイル。この形式では音声や動画像の圧
縮形式を規定していないので，それぞれの圧縮形式に対応したプログラム（コーデ
ックという）が必要となります。

M
エ ム ペ グ

PEG

MPEG-1はV
ブイ

H
エッチ

S
エス

ビデオ並の画質を保って動画像を圧縮することが可能。同様に，
MPEG-2はS-VHSビデオやハイビジョンテレビ並の画質を保ちます。一方，MPEG-4
は通信速度の遅いメディアでも使用できることを想定して開発され，低画質から高
画質まで幅広く対応しています。

M
エムオーブイ

OV ある種のコンピュータで標準的な動画像ファイル。一部のディジタルビデオカメラ
の記録形式として採用されています。

F
エフエルブイ

LV 動画を再生するプレーヤ用のファイル形式の１つ。多数の圧縮方法や種類がありま
す。動画配信などに多く使用されます。

グラフの表現 ファイル形式の種類と特徴

巻
末
グ
ラ
フ
の
表
現
・
ファ
イ
ル
形
式
の
種
類
と
特
徴

主な記号の読み方

ローマ字入力の例
最小値……………最も小さいデータの値
第1四分位数……小さいほうから4分の1の

ところのデータの値
中央値……………小さいほうから2分の1の

ところのデータの値
第3四分位数……小さいほうから4分の3の

ところのデータの値
最大値……………最も大きいデータの値

①盗電　②と③キャラクターの無断使用　④食べ
ながら電話　⑤店舗の撮影　⑥絵画を撮影　⑦優
先席でのスマホ　⑧寝ている人を撮影　⑨バンド
演奏の撮影・録画　⑩映画館での撮影　⑪食べな
がらスマホを見る　⑫歩きながらスマホ　⑬自転
車に乗りながらスマホ　⑭本の表紙を撮影　⑮料
理を撮影　⑯駅ホームで歩きながらスマホ　

タブキー
入力する場所な
どを移動する。

エスケープキー
実行中の作業やコマンド
をキャンセルする。

シフトキー
シフトキーを押しながら英字
キーを押すと，大文字や小文
字に切り替えられる。

スペースキー
空白を入力したり，
かな・漢字の切り替
えなどを行う。

変換キー
ひらがなやカ
タカナを漢字
に変換する。

エンターキー
決定や文字の改
行に使用する。

デリートキー
カーソルの直後の
文字を削除する。

カーソルキー
カーソルの位置を上下左
右に移動する。

テンキー
数字や記号
を 入 力 す
る。

ファンクションキー
ソフトウェアに割り当てられ
た独自の機能を使用する。

バックスペースキー
カーソル直前の文字を
削除する。

挿入キー
文字の挿入と上書きを
切り替える。

 キーボードの使い方（キーの配列は機種によって異なる）

❶ ❾

❸
❿❷
⓫

❹ ⓬
❺ ⓭
❻ ⓮
❼ ⓯
❽ ⓰

情 報 モ ラ ル
違反を探そう！

答え

Tab タブ
ESC エスケープ
Alt オルト

Shift シフト
Ctrl コントロール

! エクスクラメーションマーク
" ダブルクォーテーションマーク
# シャープ
$ ダラー（ドル）
% パーセント
& アンパサンド（アンド）
' アポストロフィ
^ ハット
@ アットマーク
* アスタリスク
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い
I

う
U
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ぃ
XI
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SYA
SHA
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SYI
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しゅ
SYU
SHU
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SHE
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─

ち
TI

CHI

つ
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て
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と
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─
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TYA
CYA
CHA

ちぃ
TYI
CYI
─

ちゅ
TYU
CYU
CHU

ちぇ
TYE
CYE
CHE

ちょ
TYO
CYO
CHO

っ
XTU
LTU
N以外の子音を二つ続けて入力
（例）がっき→GAKKI
つぁ
TSA

つぃ
TSI

─
─

つぇ
TSE

つぉ
TSO

てゃ
THA

てぃ
THI

てゅ
THU

てぇ
THE

てょ
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TWA
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NI
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─

ひ
HI
─

ふ
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FU

へ
HE
─

ほ
HO
─

ひゃ
HYA

ひぃ
HYI

ひゅ
HYU

ひぇ
HYE

ひょ
HYO

ふぁ
FA

ふぃ
FI

─
─

ふぇ
FE

ふぉ
FO

ふゃ
FYA

ふぃ
FYI

ふゅ
FYU

ふぇ
FYE

ふょ
FYO

: コロン
; セミコロン
, コンマ
. ピリオド（ドット）

[ ] スクエアブラケット
< > アングルブラケット
{} カーリーブラケット
() パーレン
/ スラッシュ
\ バックスラッシュ
- ハイフン
_ アンダーバー
¥ エン
~ チルダ
? クエスチョンマーク
─ パイプライン

ま ま
MA

み
MI

む
MU

め
ME

も
MO

みゃ
MYA

みぃ
MYI

みゅ
MYU

みぇ
MYE

みょ
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NN
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GYA

ぎぃ
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ぎゅ
GYU

ぎぇ
GYE

ぎょ
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ざ ざ
ZA
─

じ
ZI
JI

ず
ZU
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ぜ
ZE
─

ぞ
ZO
─

じゃ
JA
JYA
ZYA

じぃ
─
JYI
ZYI

じゅ
JU
JYU
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じぇ
JE
JYE
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じょ
JO
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ZYO
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ぢ
DI
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で
DE

ど
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ぢゃ
DYA

ぢぃ
DYI

ぢゅ
DYU
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DYE

ぢょ
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DHI

でゅ
DHU
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DHE
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DWA

どぃ
DWI

どぅ
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どぇ
DWE

どぉ
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ば ば
BA
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BI

ぶ
BU

べ
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ぼ
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びゃ
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BYI
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BYU
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BYE

びょ
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ぱ ぱ
PA

ぴ
PI

ぷ
PU

ぺ
PE

ぽ
PO

ぴゃ
PYA

ぴぃ
PYI

ぴゅ
PYU

ぴぇ
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ぴょ
PYO

ゔ う ぁ゙
VA

う ぃ゙
VI

う゛
VU

う ぇ゙
VE

う ぉ゙
VO

巻頭

赤 人差し指
黄 中 指
緑 薬 指

オレンジ 小 指

102 103

目の前のディジタルデバイド
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3  ICTの普及と識字の関係
文字の読み書きができることを識字といい，識字率は教育水

準の高さを表します。
現代の日本に暮らしていると，文字の読み書きができること

は当然のように思えます。しかし，世界には教育を受けること
ができないために読み書きができず，十分な所得が得られない
人がたくさんいます。
識字率は I

アイシーティー

CTの
❶
普及率と関係があり，ディジタルデバイド

の解消は貧困から脱出する手段として期待されています。

0110 0110
66 f

0110 0111
67 g②　世界共通のピクトグラムは，ISO（国際標準化機構）が定めています。非常口のマークは，1987年に国際規格として制定されました。

ディジタルデバイドについて話し合った九州・沖縄サミットの開催年に発行され
た紙幣があります。何円札でしょうか。5 04 9

1  ディジタルデバイドとは
情報社会では，コンピュータや情報通信ネットワークを活用

できる人とできない人との間で，得られる情報の質・量や発言
の機会に格差が生じることがあります。このような格差のこと
を，ディジタルデバイド（情報格差）といいます。
インターネットの普及率は，居住する都市の規模が大きいほ

ど，世帯主の年齢が若いほど，世帯年収が多いほど高くなり，
地域，年齢，所得によって格差が生じていると考えられます。
また，教育レベルや身体的制約要因から情報格差が生じている
ことも指摘されています。

2  ディジタルデバイドの解消
情報が大きな力を持つ今日の情報社会では，その差が個人や

地域の社会的・経済的な格差を更に広げるという悪循環を招き
かねません。情報社会で平等な人権を確保するためには，情報
化に追いつけない人々への配慮が必要です。ディジタルデバイ
ドの解消には，生活に必要不可欠な情報を公平に安全に提供で
きるシステムの整備や確保が必要です。

37 ディジタルデバイド
住んでいる地域や情報技術を使いこなせるかどうかによって，受けられるサー
ビスに差が生じることがあります。今起きている問題とその対策について考え
ましょう。
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図 4　 ICTの普及率と識字率の関係（2010年）
総務省『情報通信白書』2012 年
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図1　  日本の世代別インター
ネット利用状況
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図2　世界のインターネット普及率
総務省『情報通信白書』2017 年

図 3　子どもたちに教育の機会を
ディジタルデバイドを解消するために，インター
ネットに接続可能で安価なコンピュータを開発途
上国の小学生に配布するという活動があります。
電気がない国や地域でも使えるように，手動で発
電できるようになっています。

2000 年の九州・沖縄サミットで宣言された
沖縄憲章に書かれているディジタルデバイド
の解消策を調べてみましょう。

手頃な価格で通信サービスを供給できるよう
な市場環境の形成を進めていく，など

❶情報通信技術（Information and Communication 
Technology）のこと。

ディジタルデバイド

ICT

2010 年から 2012 年にかけて，ア
ラブ世界において前例のない民主化運
動が発生しました。特にチュニジアや
エジプトなどでは，30 年以上の長期
独裁政治が，数か月の間に相次ぐ民衆
のデモ活動で揺らぐことになりまし
た。これら一連の運動は「アラブの春」
とよばれ，世界中のさまざまな国に影
響を及ぼしました。
この背景には当時急速に普及した

ソーシャルメディアの役割が大きいと
いわれています。衛星放送やインター
ネットの普及で情報は瞬時に伝わり，
ツイッターなどで民主化運動に関する
呼びかけなどが行われました。

アラブの春

図 5　民主化運動期間中の情報源　 総務省『情報通信白書』2012 年
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ローカル・民間メディア

都市の規模や年齢，世帯収入，教育レベ
ルなどによって，ディジタルデバイドが
生じています。

ディジタルデバイドは経済的な貧困につ
ながる恐れがあるため，これを解消する
ためのシステムの整備などが考えられて
います。

チーズバーガーとポテトと
ドリンクのセット

450円
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私も同じの！

300円です
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総務省『通信利用動向調査』2019年
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Screen

Back
space

Scroll
Lock Pause

Page
UpInsert Home

Page
DownDelete End

Enter
　Shift

X

S

C

J

M

L

表 3　動画像ファイル形式

表 2　音声ファイル形式

表1　静止画像ファイル形式　数値データをグラフに表現して視覚化することで，データの傾向や
特性が見つけやすくなります。グラフにはさまざまな種類があるので，
処理の目的やデータの特徴に合わせて，使用するグラフを適切に選択
することが必要です。

箱ひげ図

　複合グラフに見られる下のような図を
箱ひげ図といいます。
　箱ひげ図は，最小値，第1四

し

分
ぶん

位
い

数
すう

，
中央値，第3四分位数，最大値の5点で
データの分布を表し，複数のデータの分
布を比較するのに適しています。

形式名 特　徴

G
ジ フ

IF
色や白黒階調の種類を最高256通りで表現し，同じ色やパターンが続いている部分を可逆
圧縮した形式。使用されている色の種類が少ない幾何学模様などに適しています。

J
ジェイペグ

PEG
人間の視覚特性に基づいて見た目に影響しない情報を取り除く方法で非可逆圧縮した形
式。写真などに適しています。ディジタルカメラの保存形式として多く利用されます。

P
ピ ン グ

NG
ネットワークに適した形式として，GIFを発展させて多様な機能をもつよう開発された可
逆圧縮形式。色の種類が多い幾何学模様などに適しています。

B
ビーエムピー

MP
ある種のコンピュータで標準的な画像ファイル形式。画面上の画像表現データをそのま
まに近い形式で保存。非圧縮が基本で，小さな画像の高速な読み書きに適しています。

T
テ ィ フ

IFF
タイル状の小さな区画に分割されて処理されます。基本は非圧縮で，数種の圧縮方式に
も対応した形式。ソフトウェア間での画像の交換や大きな画像に適しています。

P
ピ ク ト

ICT
ある種のコンピュータで標準的な画像ファイル形式。ペイント系の画像とドロー系の画
像を混在して保存できます。クリップボードで画像データを交換するのに使われます。

棒グラフ 折れ線グラフ 円グラフ

　項目ごとの数量を中心
からの距離で表現するグ
ラフ。データの全体的な
バランスを見るのに適し
ています。

　２つの項目の数量を縦軸
と横軸に取り，点の位置で
数値を表現するグラフ。全
体的な分布や傾向，相関関
係を見るのに適しています。

　横軸を項目，縦軸を数
値軸とする棒状のグラフ。
項目間の数値を比較する
のに適しています。

　長方形の帯を項目ごとに
区切って数量を表現するグ
ラフ。内訳や比率を表すの
に適しています。

　数量などの推移を折れ線
で表すグラフ。横軸を主に
時間軸とし，時間経過に伴
うデータの変化を読み取る
のに適しています。

　円を分割し，それぞれの
面積によって，項目ごとの
数量を表現するグラフ。内
訳や比率を表すのに適して
います。

帯グラフ 散布図レーダーチャート

最小値 第１四分位数 第３四分位数 最大値中央値

（別の読み方をする場合もあります）

（コンピュータの機種やソフトウェアによって異なります）
形式名 特　徴

M
ミ デ ィ

IDI 音そのものではなく，音色，音程，長さ，強さ，テンポなどの情報を記録したファ
イル形式。サイズが小さいので，インターネットで多く利用されています。

W
ウ ェ イ ブ

AVE ある種のコンピュータで標準的な音ファイル形式。音楽C
シーディー

Dと同等の音質を扱うこと
ができます。データの容量は大きい。

A
ア イ フ

IFF
ある種のコンピュータで標準的な音ファイル形式。高品位でサンプリングした音デ
ータの記録や楽器データの保存が可能です。

M
エムピースリー

P3
動画の圧縮形式であるM

エム

P
ペ グ

EG-1 の音声部分の記録方式を利用した音ファイル形式。
人間が聞き取れない音を除くことで，容量をW

ウ ェ イ ブ

AVE ファイルの 10分の 1程度にす
ることができます。

W
ダブリュエムエー

MA ストリーミング配信に対応したファイル形式。M
エム

P
ピー

3
スリー

形式よりも高圧縮・高音質で，
容量をWAVEファイルの 20分の 1程度に小さくすることができます。

形式名 特　徴

A
エー ブイ アイ

VI
ある種のコンピュータで標準的な動画像ファイル。この形式では音声や動画像の圧
縮形式を規定していないので，それぞれの圧縮形式に対応したプログラム（コーデ
ックという）が必要となります。

M
エ ム ペ グ

PEG

MPEG-1はV
ブイ

H
エッチ

S
エス

ビデオ並の画質を保って動画像を圧縮することが可能。同様に，
MPEG-2はS-VHSビデオやハイビジョンテレビ並の画質を保ちます。一方，MPEG-4
は通信速度の遅いメディアでも使用できることを想定して開発され，低画質から高
画質まで幅広く対応しています。

M
エムオーブイ

OV ある種のコンピュータで標準的な動画像ファイル。一部のディジタルビデオカメラ
の記録形式として採用されています。

F
エフエルブイ

LV 動画を再生するプレーヤ用のファイル形式の１つ。多数の圧縮方法や種類がありま
す。動画配信などに多く使用されます。

グラフの表現 ファイル形式の種類と特徴

巻
末
グ
ラ
フ
の
表
現
・
ファ
イ
ル
形
式
の
種
類
と
特
徴

主な記号の読み方

ローマ字入力の例
最小値……………最も小さいデータの値
第1四分位数……小さいほうから4分の1の

ところのデータの値
中央値……………小さいほうから2分の1の

ところのデータの値
第3四分位数……小さいほうから4分の3の

ところのデータの値
最大値……………最も大きいデータの値

①盗電　②と③キャラクターの無断使用　④食べ
ながら電話　⑤店舗の撮影　⑥絵画を撮影　⑦優
先席でのスマホ　⑧寝ている人を撮影　⑨バンド
演奏の撮影・録画　⑩映画館での撮影　⑪食べな
がらスマホを見る　⑫歩きながらスマホ　⑬自転
車に乗りながらスマホ　⑭本の表紙を撮影　⑮料
理を撮影　⑯駅ホームで歩きながらスマホ　

タブキー
入力する場所な
どを移動する。

エスケープキー
実行中の作業やコマンド
をキャンセルする。

シフトキー
シフトキーを押しながら英字
キーを押すと，大文字や小文
字に切り替えられる。

スペースキー
空白を入力したり，
かな・漢字の切り替
えなどを行う。

変換キー
ひらがなやカ
タカナを漢字
に変換する。

エンターキー
決定や文字の改
行に使用する。

デリートキー
カーソルの直後の
文字を削除する。

カーソルキー
カーソルの位置を上下左
右に移動する。

テンキー
数字や記号
を 入 力 す
る。

ファンクションキー
ソフトウェアに割り当てられ
た独自の機能を使用する。

バックスペースキー
カーソル直前の文字を
削除する。

挿入キー
文字の挿入と上書きを
切り替える。

 キーボードの使い方（キーの配列は機種によって異なる）

❶ ❾

❸
❿❷
⓫

❹ ⓬
❺ ⓭
❻ ⓮
❼ ⓯
❽ ⓰

情 報 モ ラ ル
違反を探そう！

答え

Tab タブ
ESC エスケープ
Alt オルト

Shift シフト
Ctrl コントロール

! エクスクラメーションマーク
" ダブルクォーテーションマーク
# 番号記号
$ ダラー（ドル）
% パーセント
& アンパサンド（アンド）
' アポストロフィ
^ ハット
@ アットマーク
* アスタリスク

あ あ
A

い
I

う
U

え
E

お
O

ぁ
XA
LA

ぃ
XI
LI

ぅ
XU
LU

ぇ
XE
LE

ぉ
XO
LO

か か
KA

き
KI

く
KU

け
KE

こ
KO

きゃ
KYA

きぃ
KYI

きゅ
KYU

きぇ
KYE

きょ
KYO

くぁ
QWA

くぃ
QWI

くぅ
QWU

くぇ
QWE

くぉ
QWO

さ さ
SA
─

し
SI

SHI

す
SU
─

せ
SE
─

そ
SO
─

しゃ
SYA
SHA

しぃ
SYI
-

しゅ
SYU
SHU

しぇ
SYE
SHE

しょ
SYO
SHO

た た
TA
─

ち
TI

CHI

つ
TU
TSU

て
TE
─

と
TO
─

ちゃ
TYA
CYA
CHA

ちぃ
TYI
CYI
─

ちゅ
TYU
CYU
CHU

ちぇ
TYE
CYE
CHE

ちょ
TYO
CYO
CHO

っ
XTU
LTU
N以外の子音を二つ続けて入力
（例）がっき→GAKKI
つぁ
TSA

つぃ
TSI

─
─

つぇ
TSE

つぉ
TSO

てゃ
THA

てぃ
THI

てゅ
THU

てぇ
THE

てょ
THO

とぁ
TWA

とぃ
TWI

とぅ
TWU

とぇ
TWE

とぉ
TWO

な な
NA

に
NI

ぬ
NU

ね
NE

の
NO

にゃ
NYA

にぃ
NYI

にゅ
NYU

にぇ
NYE

にょ
NYO

は は
HA
─

ひ
HI
─

ふ
HU
FU

へ
HE
─

ほ
HO
─

ひゃ
HYA

ひぃ
HYI

ひゅ
HYU

ひぇ
HYE

ひょ
HYO

ふぁ
FA

ふぃ
FI

─
─

ふぇ
FE

ふぉ
FO

ふゃ
FYA

ふぃ
FYI

ふゅ
FYU

ふぇ
FYE

ふょ
FYO

: コロン
; セミコロン
, コンマ
. ピリオド（ドット）

[ ] スクエアブラケット
< > アングルブラケット
{} カーリーブラケット
() パーレン
/ スラッシュ
\ バックスラッシュ
- ハイフン
_ アンダーバー
¥ エン
~ チルダ
? クエスチョンマーク
─ 縦線

ま ま
MA

み
MI

む
MU

め
ME

も
MO

みゃ
MYA

みぃ
MYI

みゅ
MYU

みぇ
MYE

みょ
MYO

や や
YA

い
YI

ゆ
YU

いぇ
YE

よ
YO

ゃ
XYA
LYA

ぃ
XYI
LYI

ゅ
XYU
LYU

ぇ
XYE
LYE

ょ
XYO
LYO

ら ら
RA

り
RI

る
RU

れ
RE

ろ
RO

りゃ
RYA

りぃ
RYI

りゅ
RYU

りぇ
RYE

りょ
RYO

わ わ
WA

うぃ
WI

う
WU

うぇ
WE

を
WO

ん
NN

が が
GA

ぎ
GI

ぐ
GU

げ
GE

ご
GO

ぎゃ
GYA

ぎぃ
GYI

ぎゅ
GYU

ぎぇ
GYE

ぎょ
GYO

ざ ざ
ZA
─

じ
ZI
JI

ず
ZU
─

ぜ
ZE
─

ぞ
ZO
─

じゃ
JA
JYA
ZYA

じぃ
─
JYI
ZYI

じゅ
JU
JYU
ZYU

じぇ
JE
JYE
ZYE

じょ
JO
JYO
ZYO

だ だ
DA

ぢ
DI

づ
DU

で
DE

ど
DO

ぢゃ
DYA

ぢぃ
DYI

ぢゅ
DYU

ぢぇ
DYE

ぢょ
DYO

でゃ
DHA

でぃ
DHI

でゅ
DHU

でぇ
DHE

でょ
DHO

どぁ
DWA

どぃ
DWI

どぅ
DWU

どぇ
DWE

どぉ
DWO

ば ば
BA

び
BI

ぶ
BU

べ
BE

ぼ
BO

びゃ
BYA

びぃ
BYI

びゅ
BYU

びぇ
BYE

びょ
BYO

ぱ ぱ
PA

ぴ
PI

ぷ
PU

ぺ
PE

ぽ
PO

ぴゃ
PYA

ぴぃ
PYI

ぴゅ
PYU

ぴぇ
PYE

ぴょ
PYO

ゔ う ぁ゙
VA

う ぃ゙
VI

う゛
VU

う ぇ゙
VE

う ぉ゙
VO

巻頭

赤 人差し指
黄 中 指
緑 薬 指

オレンジ 小 指

102

155

図1

右図
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）
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正
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抜

粋
）

第
一

章
　

総
則

第
一
節
　
通
則

第
一
条
（
目
的
）　

こ
の

法
律

は
，

著
作

物
並

び
に

実
演

，
レ

コ
ー

ド
，

放
送

及
び

有
線

放
送

に
関

し
著

作
者

の
権

利
及

び
こ

れ
に

隣
接

す
る

権
利

を
定

め
，

こ
れ

ら
の

文
化

的
所

産
の

公
正

な
利

用
に

留
意

し
つ

つ
，

著
作

者
等

の
権

利
の

保
護

を
図

り
，

も
つ

て
文

化
の

発
展

に
寄

与
す

る
こ

と
を

目
的

と
す

る
。

 
第

二
章

 著
作

者
の

権
利

 
第
一
節
　
著
作
物

第
十
条
（
著
作
物
の
例
示
）　

こ
の

法
律

に
い

う
著

作
物

を
例

示
す

る
と

，
お

お
む

ね
次

の
と

お
り

で
あ

る
。

 
　

 一
　

小
説

，
脚

本
，

論
文

，
講

演
そ

の
他

の
言

語
の

著
作

物
 

　
 二

　
音

楽
の

著
作

物
 

　
 三

　
舞

踊
又

は
無

言
劇

の
著

作
物

 
　

 四
　

絵
画

，
版

画
，

彫
刻

そ
の

他
の

美
術

の
著

作
物

 
　

 五
　

建
築

の
著

作
物

 
　

 六
　

 地
図

又
は

学
術

的
な

性
質

を
有

す
る

図
面

，
図

表
，

模
型

そ
の

他
の

図
形

の
著

作
物

 
　

 七
　

映
画

の
著

作
物

 
　

 八
　

写
真

の
著

作
物

 
　

 九
　

プ
ロ

グ
ラ

ム
の

著
作

物
 

２
　

事
実

の
伝

達
に

す
ぎ

な
い

雑
報

及
び

時
事

の
報

道
は

，
前

項
第

一
号

に
掲

げ
る

著
作

物
に

該
当

し
な

い
。

 
３

　
第

一
項

第
九

号
に

掲
げ

る
著

作
物

に
対

す
る

こ
の

法
律

に
よ

る
保

護
は

，
そ

の
著

作
物

を
作

成
す

る
た

め
に

用
い

る
プ

ロ
グ

ラ
ム

言
語

，
規

約
及

び
解

法
に

及
ば

な
い

。
こ

の
場

合
に

お
い

て
，

こ
れ

ら
の

用
語

の
意

義
は

，
次

の
各

号
に

定
め

る
と

こ
ろ

に
よ

る
。

 
　

 一
　
�プ

ロ
グ

ラ
ム

言
語

 プ
ロ

グ
ラ

ム
を

表
現

す
る

手
段

と
し

て
の

文
字

そ
の

他
の

記
号

及
び

そ
の

体
系

を
い

う
。

 
　

 二
　
�規

約
 特

定
の

プ
ロ

グ
ラ

ム
に

お
け

る
前

号
の

プ
ロ

グ
ラ

ム
言

語
の

用
法

に
つ

い
て

の
特

別
の

約
束

を
い

う
。

 
　

 三
　
�解

法
 プ

ロ
グ

ラ
ム

に
お

け
る

電
子

計
算

機
に

対
す

る
指

令
の

組
合

せ
の

方
法

を
い

う
。

第
三
節
　
権
利
の
内
容

第
二
款
　
著
作
者
人
格
権

第
十
八
条
（
公
表
権
）　

著
作

者
は

，
そ

の
著

作
物

で
ま

だ
公

表
さ

れ
て

い
な

い
も

の
（

そ
の

同
意

を
得

な
い

で
公

表
さ

れ
た

著
作

物
を

含
む

。
以

下
こ

の
条

に
お

い
て

同
じ

。）
を

公
衆

に
提

供
し

，
又

は
提

示
す

る
権

利
を

有
す

る
。

当
該

著
作

物
を

原
著

作
物

と
す

る
二

次
的

著
作

物
に

つ
い

て
も

，
同

様
と

す
る

。
第
十
九
条
（
氏
名
表
示
権
）　

著
作

者
は

，
そ

の
著

作
物

の
原

作
品

に
，

又
は

そ
の

著
作

物
の

公
衆

へ
の

提
供

若
し

く
は

提
示

に
際

し
，

そ
の

実
名

若
し

く
は

変
名

を
著

作
者

名
と

し
て

表
示

し
，

又
は

著
作

者
名

を
表

示
し

な
い

こ
と

と
す

る
権

利
を

有
す

る
。

第
二
十
条
（
同
一
性
保
持
権
）　

著
作

者
は

，
そ

の
著

作
物

及
び

そ
の

題
号

の
同

一
性

を
保

持
す

る
権

利
を

有
し

，
そ

の
意

に
反

し
て

こ
れ

ら
の

変
更

，
切

除
そ

の
他

の
改

変
を

受
け

な
い

も
の

と
す

る
。

第
五
款
　
著
作
権
の
制
限

第
三
十
条
（
私
的
使
用
の
た
め
の
複
製
）　

著
作

権
の

目
的

と
な

つ
て

い
る

著
作

物
（

以
下

こ
の

款
に

お
い

て
単

に
「

著
作

物
」

と
い

う
。）

は
，

個
人

的
に

又
は

家
庭

内
そ

の
他

こ
れ

に
準

ず
る

限
ら

れ
た

範
囲

内
に

お
い

て
使

用
す

る
こ

と
（

以
下

「
私

的
使

用
」

と
い

う
。）

を
目

的
と

す
る

と
き

は
，次

に
掲

げ
る

場
合

を
除

き
，そ

の
使

用
す

る
者

が
複

製
す

る
こ

と
が

で
き

る
。

 
　

 一
　
�公

衆
の

使
用

に
供

す
る

こ
と

を
目

的
と

し
て

設
置

さ
れ

て
い

る
自

動
複

製
機

器
（

複
製

の
機

能
を

有
し

，
こ

れ
に

関
す

る
装

置
の

全
部

又
は

主
要

な
部

分
が

自
動

化
さ

れ
て

い
る

機
器

を
い

う
。）

を
用

い
て

複
製

す
る

場
合

 
　

 二
　
�技

術
的

保
護

手
段

の
回

避
（

第
二

条
第

一
項

第
二

十
号

に
規

定
す

る
信

号
の

除
去

若
し

く
は

改
変

（
記

録
又

は
送

信
の

方
式

の
変

換
に

伴
う

技
術

的
な

制
約

に
よ

る
除

去
又

は
改

変
を

除
く

。）
を

行
う

こ
と

に
よ

り
，

当
該

技
術

的
保

護
手

段
に

よ
つ

て
防

止
さ

れ
る

行
為

を
可

能
と

し
，

又
は

当
該

技
術

的
保

護
手

段
に

よ
つ

て
抑

止
さ

れ
る

行
為

の
結

果
に

障
害

を
生

じ
な

い
よ

う
に

す
る

こ
と

を
い

う
。

第
百

二
十

条
の

二
第

一
号

及
び

第
二

号
に

お
い

て
同

じ
。）

に
よ

り
可

能
と

な
り

，
又

は
そ

の
結

果
に

障
害

が
生

じ
な

い
よ

う
に

な
つ

た
複

製
を

，
そ

の
事

実
を

知
り

な
が

ら
行

う
場

合
　

 三
　

 著
作

権
を

侵
害

す
る

自
動

公
衆

送
信

（
国

外
で

行
わ

れ
る

自
動

公
衆

送
信

で
あ

つ
て

，
国

内
で

行
わ

れ
た

と
し

た
な

ら
ば

著
作

権
の

侵
害

と
な

る
べ

き
も

の
を

含
む

。）
を

受

信
し

て
行

う
デ

ジ
タ

ル
方

式
の

録
音

又
は

録
画

を
，

そ
の

事
実

を
知

り
な

が
ら

行
う

場
合

２
　

私
的

使
用

を
目

的
と

し
て

，デ
ジ

タ
ル

方
式

の
録

音
又

は
録

画
の

機
能

を
有

す
る

機
器（

放
送

の
業

務
の

た
め

の
特

別
の

性
能

そ
の

他
の

私
的

使
用

に
通

常
供

さ
れ

な
い

特
別

の
性

能
を

有
す

る
も

の
及

び
録

音
機

能
付

き
の

電
話

機
そ

の
他

の
本

来
の

機
能

に
附

属
す

る
機

能
と

し
て

録
音

又
は

録
画

の
機

能
を

有
す

る
も

の
を

除
く

。）
で

あ
つ

て
政

令
で

定
め

る
も

の
に

よ
り

，
当

該
機

器
に

よ
る

デ
ジ

タ
ル

方
式

の
録

音
又

は
録

画
の

用
に

供
さ

れ
る

記
録

媒
体

で
あ

つ
て

政
令

で
定

め
る

も
の

に
録

音
又

は
録

画
を

行
う

者
は

，
相

当
な

額
の

補
償

金
を

著
作

権
者

に
支

払
わ

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

。
第
三
十
二
条
（
引
用
）　

公
表

さ
れ

た
著

作
物

は
，

引
用

し
て

利
用

す
る

こ
と

が
で

き
る

。
こ

の
場

合
に

お
い

て
，

そ
の

引
用

は
，

公
正

な
慣

行
に

合
致

す
る

も
の

で
あ

り
，

か
つ

，
報

道
，

批
評

，
研

究
そ

の
他

の
引

用
の

目
的

上
正

当
な

範
囲

内
で

行
な

わ
れ

る
も

の
で

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

。
 

２
　

国
若

し
く

は
地

方
公

共
団

体
の

機
関

，
独

立
行

政
法

人
又

は
地

方
独

立
行

政
法

人
が

一
般

に
周

知
さ

せ
る

こ
と

を
目

的
と

し
て

作
成

し
，

そ
の

著
作

の
名

義
の

下
に

公
表

す
る

広
報

資
料

，
調

査
統

計
資

料
，

報
告

書
そ

の
他

こ
れ

ら
に

類
す

る
著

作
物

は
，

説
明

の
材

料
と

し
て

新
聞

紙
，

雑
誌

そ
の

他
の

刊
行

物
に

転
載

す
る

こ
と

が
で

き
る

。
た

だ
し

，
こ

れ
を

禁
止

す
る

旨
の

表
示

が
あ

る
場

合
は

，
こ

の
限

り
で

な
い

。
第
三
十
五
条（
学
校
そ
の
他
の
教
育
機
関
に
お
け
る
複
製
等
） 　

学
校

そ
の

他
の

教
育

機
関（

営
利

を
目

的
と

し
て

設
置

さ
れ

て
い

る
も

の
を

除
く

。）
に

お
い

て
教

育
を

担
任

す
る

者
及

び
授

業
を

受
け

る
者

は
，

そ
の

授
業

の
過

程
に

お
け

る
使

用
に

供
す

る
こ

と
を

目
的

と
す

る
場

合
に

は
，必

要
と

認
め

ら
れ

る
限

度
に

お
い

て
，公

表
さ

れ
た

著
作

物
を

複
製

す
る

こ
と

が
で

き
る

。
た

だ
し

，
当

該
著

作
物

の
種

類
及

び
用

途
並

び
に

そ
の

複
製

の
部

数
及

び
態

様
に

照
ら

し
著

作
権

者
の

利
益

を
不

当
に

害
す

る
こ

と
と

な
る

場
合

は
，

こ
の

限
り

で
な

い
。

第
四
十
七
条
の
三
（
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
著
作
物
の
複
製
物
の
所
有
者
に
よ
る
複
製
等
）　

プ
ロ

グ
ラ

ム
の

著
作

物
の

複
製

物
の

所
有

者
は

，
自

ら
当

該
著

作
物

を
電

子
計

算
機

に
お

い
て

利
用

す
る

た
め

に
必

要
と

認
め

ら
れ

る
限

度
に

お
い

て
，

当
該

著
作

物
の

複
製

又
は

翻
案

（
こ

れ
に

よ
り

創
作

し
た

二
次

的
著

作
物

の
複

製
を

含
む

。）
を

す
る

こ
と

が
で

き
る

。
た

だ
し

，
当

該
利

用
に

係
る

複
製

物
の

使
用

に
つ

き
，

第
百

十
三

条
第

二
項

の
規

定
が

適
用

さ
れ

る
場

合
は

，
こ

の
限

り
で

な
い

。
第
四
節
　
保
護
期
間

第
五
十
一
条
（
保
護
期
間
の
原
則
） 　

著
作

権
の

存
続

期
間

は
，著

作
物

の
創

作
の

時
に

始
ま

る
。

 
２

　
著

作
権

は
，

こ
の

節
に

別
段

の
定

め
が

あ
る

場
合

を
除

き
，

著
作

者
の

死
後

（
共

同
著

作
物

に
あ

つ
て

は
，

最
終

に
死

亡
し

た
著

作
者

の
死

後
。

次
条

第
一

項
に

お
い

て
同

じ
。）

五
十

年
を

経
過

す
る

ま
で

の
間

，
存

続
す

る
。

第
八

章
 罰

則
第
百
十
九
条

　
著

作
権

，
出

版
権

又
は

著
作

隣
接

権
を

侵
害

し
た

者
（

第
三

十
条

第
一

項
（

第
百

二
条

第
一

項
に

お
い

て
準

用
す

る
場

合
を

含
む

。
第

三
項

に
お

い
て

同
じ

。）
に

定
め

る
私

的
使

用
の

目
的

を
も

つ
て

自
ら

著
作

物
若

し
く

は
実

演
等

の
複

製
を

行
つ

た
者

，
第

百
十

三
条

第
三

項
の

規
定

に
よ

り
著

作
権

若
し

く
は

著
作

隣
接

権
（

同
条

第
四

項
の

規
定

に
よ

り
著

作
隣

接
権

と
み

な
さ

れ
る

権
利

を
含

む
。

第
百

二
十

条
の

二
第

三
号

に
お

い
て

同
じ

。）
を

侵
害

す
る

行
為

と
み

な
さ

れ
る

行
為

を
行

つ
た

者
，

第
百

十
三

条
第

五
項

の
規

定
に

よ
り

著
作

権
若

し
く

は
著

作
隣

接
権

を
侵

害
す

る
行

為
と

み
な

さ
れ

る
行

為
を

行
つ

た
者

又
は

次
項

第
三

号
若

し
く

は
第

四
号

に
掲

げ
る

者
を

除
く

。）
は

，
十

年
以

下
の

懲
役

若
し

く
は

千
万

円
以

下
の

罰
金

に
処

し
，

又
は

こ
れ

を
併

科
す

る
。

 
２

　
次

の
各

号
の

い
ず

れ
か

に
該

当
す

る
者

は
，

五
年

以
下

の
懲

役
若

し
く

は
五

百
万

円
以

下
の

罰
金

に
処

し
，

又
は

こ
れ

を
併

科
す

る
。

 
 

一
　
�著

作
者

人
格

権
又

は
実

演
家

人
格

権
を

侵
害

し
た

者
（

第
百

十
三

条
第

三
項

の
規

定
に

よ
り

著
作

者
人

格
権

又
は

実
演

家
人

格
権

を
侵

害
す

る
行

為
と

み
な

さ
れ

る
行

為
を

行
つ

た
者

を
除

く
。）

 
 

二
　
�営

利
を

目
的

と
し

て
，

第
三

十
条

第
一

項
第

一
号

に
規

定
す

る
自

動
複

製
機

器
を

著
作

権
，

出
版

権
又

は
著

作
隣

接
権

の
侵

害
と

な
る

著
作

物
又

は
実

演
等

の
複

製
に

使
用

さ
せ

た
者

３
　
第

三
十

条
第

一
項

に
定

め
る

私
的

使
用

の
目

的
を

も
つ

て
，

有
償

著
作

物
等

（
録

音
さ

れ
，

又
は

録
画

さ
れ

た
著

作
物

又
は

実
演

等
（

著
作

権
又

は
著

作
隣

接
権

の
目

的
と

な
つ

て
い

る
も

の
に

限
る

。
）

で
あ

つ
て

，
有

償
で

公
衆

に
提

供
さ

れ
，

又
は

提
示

さ
れ

て
い

る
も

の
（

そ
の

提
供

又
は

提
示

が
著

作
権

又
は

著
作

隣
接

権
を

侵
害

し
な

い
も

の
に

限
る

。
）

を
い

う
。

）
の

著
作

権
又

は
著

作
隣

接
権

を
侵

害
す

る
自

動
公

衆
送

信
（

国
外

で
行

わ
れ

る
自

動
公

衆
送

信
で

あ
つ

て
，

国
内

で
行

わ
れ

た
と

し
た

な
ら

ば
著

作
権

又
は

著
作

隣
接

権
の

侵
害

と
な

る
べ

き
も

の
を

含
む

。
）

を
受

信
し

て
行

う
デ

ジ
タ

ル
方

式
の

録
音

又
は

録
画

を
，

自
ら

そ
の

事
実

を
知

り
な

が
ら

行
つ

て
著

作
権

又
は

著
作

隣
接

権
を

侵
害

し
た

者
は

，
二

年
以

下
の

懲
役

若
し

く
は

二
百

万
円

以
下

の
罰

金
に

処
し

，
又

は
こ

れ
を

併
科

す
る

。

20
03

（
平

成
15

）
年

5月
30

日
公

布
，

20
15

（
平

成
27

）
年

9月
9日

改
正

（
抜

粋
）

第
一

章
　

総
則

第
一
条
（
目
的
）　

こ
の

法
律

は
，

高
度

情
報

通
信

社
会

の
進

展
に

伴
い

個
人

情
報

の
利

用
が

著
し

く
拡

大
し

て
い

る
こ

と
に

鑑
み

，
個

人
情

報
の

適
正

な
取

扱
い

に
関

し
，

基
本

理
念

及
び

政
府

に
よ

る
基

本
方

針
の

作
成

そ
の

他
の

個
人

情
報

の
保

護
に

関
す

る
施

策
の

基
本

と
な

る
事

項
を

定
め

，
国

及
び

地
方

公
共

団
体

の
責

務
等

を
明

ら
か

に
す

る
と

と
も

に
，

個
人

情
報

を
取

り
扱

う
事

業
者

の
遵

守
す

べ
き

義
務

等
を

定
め

る
こ

と
に

よ
り

，
個

人
情

報
の

有
用

性
に

配
慮

し
つ

つ
，

個
人

の
権

利
利

益
を

保
護

す
る

こ
と

を
目

的
と

す
る

。
第
二
条
（
定
義
）　

こ
の

法
律

に
お

い
て

「
個

人
情

報
」

と
は

，
生

存
す

る
個

人
に

関
す

る
情

報
で

あ
っ

て
，

当
該

情
報

に
含

ま
れ

る
氏

名
，

生
年

月
日

そ
の

他
の

記
述

等
に

よ
り

特
定

の
個

人
を

識
別

す
る

こ
と

が
で

き
る

も
の

（
他

の
情

報
と

容
易

に
照

合
す

る
こ

と
が

で
き

，
そ

れ
に

よ
り

特
定

の
個

人
を

識
別

す
る

こ
と

が
で

き
る

こ
と

と
な

る
も

の
を

含
む

。）
を

い
う

。
第

四
章

　
個

人
情

報
取

扱
事

業
者

の
義

務
等

第
一
節
　
個
人
情
報
取
扱
事
業
者
の
義
務

第
十
五
条
（
利
用
目
的
の
特
定
）　

個
人

情
報

取
扱

事
業

者
は

，
個

人
情

報
を

取
り

扱
う

に
当

た
っ

て
は

，
そ

の
利

用
の

目
的

（
以

下
「

利
用

目
的

」
と

い
う

。）
を

で
き

る
限

り
特

定
し

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

。
第
十
六
条
（
利
用
目
的
に
よ
る
制
限
）　

個
人

情
報

取
扱

事
業

者
は

，
あ

ら
か

じ
め

本
人

の
同

意
を

得
な

い
で

，
前

条
の

規
定

に
よ

り
特

定
さ

れ
た

利
用

目
的

の
達

成
に

必
要

な
範

囲
を

超
え

て
，

個
人

情
報

を
取

り
扱

っ
て

は
な

ら
な

い
。

第
十
七
条
（
適
正
な
取
得
）　

個
人

情
報

取
扱

事
業

者
は

，
偽

り
そ

の
他

不
正

の
手

段
に

よ
り

個
人

情
報

を
取

得
し

て
は

な
ら

な
い

。
第
十
八
条
（
取
得
に
際
し
て
の
利
用
目
的
の
通
知
等
）　

個
人

情
報

取
扱

事
業

者
は

，
個

人
情

報
を

取
得

し
た

場
合

は
，

あ
ら

か
じ

め
そ

の
利

用
目

的
を

公
表

し
て

い
る

場
合

を
除

き
，

速
や

か
に

，
そ

の
利

用
目

的
を

，
本

人
に

通
知

し
，

又
は

公
表

し
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
。

第
十
九
条
（
デ
ー
タ
内
容
の
正
確
性
の
確
保
）　

個
人

情
報

取
扱

事
業

者
は

，
利

用
目

的
の

達
成

に
必

要
な

範
囲

内
に

お
い

て
，

個
人

デ
ー

タ
を

正
確

か
つ

最
新

の
内

容
に

保
つ

よ
う

努
め

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

。
第
二
十
条
（
安
全
管
理
措
置
）　

個
人

情
報

取
扱

事
業

者
は

，
そ

の
取

り
扱

う
個

人
デ

ー
タ

の
漏

え
い

，
滅

失
又

は
き

損
の

防
止

そ
の

他
の

個
人

デ
ー

タ
の

安
全

管
理

の
た

め
に

必
要

か
つ

適
切

な
措

置
を

講
じ

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

。
第

六
章

　
雑

則
第
六
十
六
条
　（
適
用
除
外
）　

個
人

情
報

取
扱

事
業

者
の

う
ち

次
の

各
号

に
掲

げ
る

者
に

つ
い

て
は

，
そ

の
個

人
情

報
を

取
り

扱
う

目
的

の
全

部
又

は
一

部
が

そ
れ

ぞ
れ

当
該

各
号

に
規

定
す

る
目

的
で

あ
る

と
き

は
，

第
四

章
の

規
定

は
，

適
用

し
な

い
。

 
一

　
�放

送
機

関
，

新
聞

社
，

通
信

社
そ

の
他

の
報

道
機

関
（

報
道

を
業

と
し

て
行

う
個

人
を

含
む

。）
　

報
道

の
用

に
供

す
る

目
的

 
二

　
�著

述
を

業
と

し
て

行
う

者
　

著
述

の
用

に
供

す
る

目
的

 
三

　
�大

学
そ

の
他

の
学

術
研

究
を

目
的

と
す

る
機

関
若

し
く

は
団

体
又

は
そ

れ
ら

に
属

す
る

者
　

学
術

研
究

の
用

に
供

す
る

目
的

 
四

　
�宗

教
団

体
　

宗
教

活
動

（
こ

れ
に

付
随

す
る

活
動

を
含

む
。）

の
用

に
供

す
る

目
的

 
五

　
�政

治
団

体
　

政
治

活
動

（
こ

れ
に

付
随

す
る

活
動

を
含

む
。）

の
用

に
供

す
る

目
的

第
七

章
　

罰
則

第
七
十
四
条

　
第

三
十

四
条

第
二

項
又

は
第

三
項

の
規

定
に

よ
る

命
令

に
違

反
し

た
者

は
，

六
月

以
下

の
懲

役
又

は
三

十
万

円
以

下
の

罰
金

に
処

す
る

。
第
七
十
五
条

　
第

三
十

二
条

又
は

第
四

十
六

条
の

規
定

に
よ

る
報

告
を

せ
ず

，
又

は
虚

偽
の

報
告

を
し

た
者

は
，

三
十

万
円

以
下

の
罰

金
に

処
す

る
。

20
01

（
平

成
13

）
年

11
月

30
日

公
布
，

20
13

（
平

成
25

）
年

4月
26

日
改

正
（

抜
粋

）
第
一
条
（
趣
旨
）　

こ
の

法
律

は
，

特
定

電
気

通
信

に
よ

る
情

報
の

流
通

に
よ

っ
て

権
利

の
侵

害
が

あ
っ

た
場

合
に

つ
い

て
，

特
定

電
気

通
信

役
務

提
供

者
の

損
害

賠
償

責
任

の
制

限
及

び
発

信
者

情
報

の
開

示
を

請
求

す
る

権
利

に
つ

き
定

め
る

も
の

と
す

る
。

第
三
条
（
損
害
賠
償
責
任
の
制
限
）　

特
定

電
気

通
信

に
よ

る
情

報
の

流
通

に
よ

り
他

人
の

権
利

が
侵

害
さ

れ
た

と
き

は
，

当
該

特
定

電
気

通
信

の
用

に
供

さ
れ

る
特

定
電

気
通

信
設

備
を

用
い

る
特

定
電

気
通

信
役

務
提

供
者

（
以

下
こ

の
項

に
お

い
て

「
関

係
役

務
提

供
者

」
と

い
う

。）
は

，
こ

れ
に

よ
っ

て
生

じ
た

損
害

に
つ

い
て

は
，

権
利

を
侵

害
し

た
情

報
の

不
特

定
の

者
に

対
す

る
送

信
を

防
止

す
る

措
置

を
講

ず
る

こ
と

が
技

術
的

に
可

能
な

場
合

で
あ

っ
て

，
次

の
各

号
の

い
ず

れ
か

に
該

当
す

る
と

き
で

な
け

れ
ば

，
賠

償
の

責
め

に
任

じ
な

い
。

た
だ

し
，

当
該

関
係

役
務

提
供

者
が

当
該

権
利

を
侵

害
し

た
情

報
の

発
信

者
で

あ
る

場
合

は
，

こ
の

限
り

で
な

い
。

 
一

　
�当

該
関

係
役

務
提

供
者

が
当

該
特

定
電

気
通

信
に

よ
る

情
報

の
流

通
に

よ
っ

て
他

人
の

権
利

が
侵

害
さ

れ
て

い
る

こ
と

を
知

っ
て

い
た

と
き

。
 

二
　
�当

該
関

係
役

務
提

供
者

が
，

当
該

特
定

電
気

通
信

に
よ

る
情

報
の

流
通

を
知

っ
て

い
た

場
合

で
あ

っ
て

，
当

該
特

定
電

気
通

信
に

よ
る

情
報

の
流

通
に

よ
っ

て
他

人
の

権
利

が

侵
害

さ
れ

て
い

る
こ

と
を

知
る

こ
と

が
で

き
た

と
認

め
る

に
足

り
る

相
当

の
理

由
が

あ
る

と
き

。
第
四
条
（
発
信
者
情
報
の
開
示
請
求
等
）　

特
定

電
気

通
信

に
よ

る
情

報
の

流
通

に
よ

っ
て

自
己

の
権

利
を

侵
害

さ
れ

た
と

す
る

者
は

，
次

の
各

号
の

い
ず

れ
に

も
該

当
す

る
と

き
に

限
り

，
当

該
特

定
電

気
通

信
の

用
に

供
さ

れ
る

特
定

電
気

通
信

設
備

を
用

い
る

特
定

電
気

通
信

役
務

提
供

者
（

以
下

「
開

示
関

係
役

務
提

供
者

」
と

い
う

。）
に

対
し

，
当

該
開

示
関

係
役

務
提

供
者

が
保

有
す

る
当

該
権

利
の

侵
害

に
係

る
発

信
者

情
報

（
氏

名
，

住
所

そ
の

他
の

侵
害

情
報

の
発

信
者

の
特

定
に

資
す

る
情

報
で

あ
っ

て
総

務
省

令
で

定
め

る
も

の
を

い
う

。
以

下
同

じ
。）

の
開

示
を

請
求

す
る

こ
と

が
で

き
る

。
 

一
　
�侵

害
情

報
の

流
通

に
よ

っ
て

当
該

開
示

の
請

求
を

す
る

者
の

権
利

が
侵

害
さ

れ
た

こ
と

が
明

ら
か

で
あ

る
と

き
。

 
二

　
�当

該
発

信
者

情
報

が
当

該
開

示
の

請
求

を
す

る
者

の
損

害
賠

償
請

求
権

の
行

使
の

た
め

に
必

要
で

あ
る

場
合

そ
の

他
発

信
者

情
報

の
開

示
を

受
け

る
べ

き
正

当
な

理
由

が
あ

る
と

き
。

い
ろ
い
ろ
な
法
律

著
作
権
法

個
人
情
報
の
保
護
に
関
す
る
法
律（
個
人
情
報
保
護
法
）

不
正
ア
ク
セ
ス
行
為
の
禁
止
等
に
関
す
る
法
律（
不
正
ア
ク
セ
ス
禁
止
法
）

特定
電気

通信
役務

提供
者の
損害

賠償
責任

の制
限及
び発

信者
情報

の開
示に
関す
る法
律（
プロ
バイ
ダ責

任制
限法

）

巻 末 い ろ い ろ な 法 律

19
99

（
平

成
11

）
年

8月
13

日
公

布
，

20
13

（
平

成
25

）
年

5月
31

日
改

正
（

抜
粋

）
第
一
条
（
目
的
）　

こ
の

法
律

は
，

不
正

ア
ク

セ
ス

行
為

を
禁

止
す

る
と

と
も

に
，

こ
れ

に
つ

い
て

の
罰

則
及

び
そ

の
再

発
防

止
の

た
め

の
都

道
府

県
公

安
委

員
会

に
よ

る
援

助
措

置
等

を
定

め
る

こ
と

に
よ

り
，

電
気

通
信

回
線

を
通

じ
て

行
わ

れ
る

電
子

計
算

機
に

係
る

犯
罪

の
防

止
及

び
ア

ク
セ

ス
制

御
機

能
に

よ
り

実
現

さ
れ

る
電

気
通

信
に

関
す

る
秩

序
の

維
持

を
図

り
，

も
っ

て
高

度
情

報
通

信
社

会
の

健
全

な
発

展
に

寄
与

す
る

こ
と

を
目

的
と

す
る

。
第
二
条
（
定
義
）　

こ
の

法
律

に
お

い
て

「
ア

ク
セ

ス
管

理
者

」
と

は
，

電
気

通
信

回
線

に
接

続
し

て
い

る
電

子
計

算
機

（
以

下
「

特
定

電
子

計
算

機
」

と
い

う
。）

の
利

用
（

当
該

電
気

通
信

回
線

を
通

じ
て

行
う

も
の

に
限

る
。

以
下

「
特

定
利

用
」

と
い

う
。）

に
つ

き
当

該
特

定
電

子
計

算
機

の
動

作
を

管
理

す
る

者
を

い
う

。
第
三
条
（
不
正
ア
ク
セ
ス
行
為
の
禁
止
）　

何
人

も
，不

正
ア

ク
セ

ス
行

為
を

し
て

は
な

ら
な

い
。

第
七
条
（
識
別
符
号
の
入
力
を
不
正
に
要
求
す
る
行
為
の
禁
止
）　

何
人

も
，

ア
ク

セ
ス

制
御

機
能

を
特

定
電

子
計

算
機

に
付

加
し

た
ア

ク
セ

ス
管

理
者

に
な

り
す

ま
し

，
そ

の
他

当
該

ア
ク

セ
ス

管
理

者
で

あ
る

と
誤

認
さ

せ
て

，
次

に
掲

げ
る

行
為

を
し

て
は

な
ら

な
い

。
た

だ
し

，
当

該
ア

ク
セ

ス
管

理
者

の
承

諾
を

得
て

す
る

場
合

は
，

こ
の

限
り

で
な

い
。

　
一

　
当

該
ア

ク
セ

ス
管

理
者

が
当

該
ア

ク
セ

ス
制

御
機

能
に

係
る

識
別

符
号

を
付

さ
れ

た
利

用
権

者
に

対
し

当
該

識
別

符
号

を
特

定
電

子
計

算
機

に
入

力
す

る
こ

と
を

求
め

る
旨

の
情

報
を

，
電

気
通

信
回

線
に

接
続

し
て

行
う

自
動

公
衆

送
信

（
公

衆
に

よ
っ

て
直

接
受

信
さ

れ
る

こ
と

を
目

的
と

し
て

公
衆

か
ら

の
求

め
に

応
じ

自
動

的
に

送
信

を
行

う
こ

と
を

い
い

，
放

送
又

は
有

線
放

送
に

該
当

す
る

も
の

を
除

く
。）

を
利

用
し

て
公

衆
が

閲
覧

す
る

こ
と

が
で

き
る

状
態

に
置

く
行

為
　

二
　

当
該

ア
ク

セ
ス

管
理

者
が

当
該

ア
ク

セ
ス

制
御

機
能

に
係

る
識

別
符

号
を

付
さ

れ
た

利
用

権
者

に
対

し
当

該
識

別
符

号
を

特
定

電
子

計
算

機
に

入
力

す
る

こ
と

を
求

め
る

旨
の

情
報

を
，

電
子

メ
ー

ル
（

特
定

電
子

メ
ー

ル
の

送
信

の
適

正
化

等
に

関
す

る
法

律
（

平
成

十
四

年
法

律
第

二
十

六
号

）
第

二
条

第
一

号
に

規
定

す
る

電
子

メ
ー

ル
を

い
う

。）
に

よ
り

当
該

利
用

権
者

に
送

信
す

る
行

為

156
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19
70

（
昭

和
45

）
年

5月
6日

公
布

，
20

15
（

平
成

27
）

年
6月

24
日

改
正

（
抜

粋
）

第
一

章
　

総
則

第
一
節
　
通
則

第
一
条
（
目
的
）　

こ
の

法
律

は
，

著
作

物
並

び
に

実
演

，
レ

コ
ー

ド
，

放
送

及
び

有
線

放
送

に
関

し
著

作
者

の
権

利
及

び
こ

れ
に

隣
接

す
る

権
利

を
定

め
，

こ
れ

ら
の

文
化

的
所

産
の

公
正

な
利

用
に

留
意

し
つ

つ
，

著
作

者
等

の
権

利
の

保
護

を
図

り
，

も
つ

て
文

化
の

発
展

に
寄

与
す

る
こ

と
を

目
的

と
す

る
。

 
第

二
章

 著
作

者
の

権
利

 
第
一
節
　
著
作
物

第
十
条
（
著
作
物
の
例
示
）　

こ
の

法
律

に
い

う
著

作
物

を
例

示
す

る
と

，
お

お
む

ね
次

の
と

お
り

で
あ

る
。

 
　

 一
　

小
説

，
脚

本
，

論
文

，
講

演
そ

の
他

の
言

語
の

著
作

物
 

　
 二

　
音

楽
の

著
作

物
 

　
 三

　
舞

踊
又

は
無

言
劇

の
著

作
物

 
　

 四
　

絵
画

，
版

画
，

彫
刻

そ
の

他
の

美
術

の
著

作
物

 
　

 五
　

建
築

の
著

作
物

 
　

 六
　

 地
図

又
は

学
術

的
な

性
質

を
有

す
る

図
面

，
図

表
，

模
型

そ
の

他
の

図
形

の
著

作
物

 
　

 七
　

映
画

の
著

作
物

 
　

 八
　

写
真

の
著

作
物

 
　

 九
　

プ
ロ

グ
ラ

ム
の

著
作

物
 

２
　

事
実

の
伝

達
に

す
ぎ

な
い

雑
報

及
び

時
事

の
報

道
は

，
前

項
第

一
号

に
掲

げ
る

著
作

物
に

該
当

し
な

い
。

 
３

　
第

一
項

第
九

号
に

掲
げ

る
著

作
物

に
対

す
る

こ
の

法
律

に
よ

る
保

護
は

，
そ

の
著

作
物

を
作

成
す

る
た

め
に

用
い

る
プ

ロ
グ

ラ
ム

言
語

，
規

約
及

び
解

法
に

及
ば

な
い

。
こ

の
場

合
に

お
い

て
，

こ
れ

ら
の

用
語

の
意

義
は

，
次

の
各

号
に

定
め

る
と

こ
ろ

に
よ

る
。

 
　

 一
　
�プ

ロ
グ

ラ
ム

言
語

 プ
ロ

グ
ラ

ム
を

表
現

す
る

手
段

と
し

て
の

文
字

そ
の

他
の

記
号

及
び

そ
の

体
系

を
い

う
。

 
　

 二
　
�規

約
 特

定
の

プ
ロ

グ
ラ

ム
に

お
け

る
前

号
の

プ
ロ

グ
ラ

ム
言

語
の

用
法

に
つ

い
て

の
特

別
の

約
束

を
い

う
。

 
　

 三
　
�解

法
 プ

ロ
グ

ラ
ム

に
お

け
る

電
子

計
算

機
に

対
す

る
指

令
の

組
合

せ
の

方
法

を
い

う
。

第
三
節
　
権
利
の
内
容

第
二
款
　
著
作
者
人
格
権

第
十
八
条
（
公
表
権
）　

著
作

者
は

，
そ

の
著

作
物

で
ま

だ
公

表
さ

れ
て

い
な

い
も

の
（

そ
の

同
意

を
得

な
い

で
公

表
さ

れ
た

著
作

物
を

含
む

。
以

下
こ

の
条

に
お

い
て

同
じ

。）
を

公
衆

に
提

供
し

，
又

は
提

示
す

る
権

利
を

有
す

る
。

当
該

著
作

物
を

原
著

作
物

と
す

る
二

次
的

著
作

物
に

つ
い

て
も

，
同

様
と

す
る

。
第
十
九
条
（
氏
名
表
示
権
）　

著
作

者
は

，
そ

の
著

作
物

の
原

作
品

に
，

又
は

そ
の

著
作

物
の

公
衆

へ
の

提
供

若
し

く
は

提
示

に
際

し
，

そ
の

実
名

若
し

く
は

変
名

を
著

作
者

名
と

し
て

表
示

し
，

又
は

著
作

者
名

を
表

示
し

な
い

こ
と

と
す

る
権

利
を

有
す

る
。

第
二
十
条
（
同
一
性
保
持
権
）　

著
作

者
は

，
そ

の
著

作
物

及
び

そ
の

題
号

の
同

一
性

を
保

持
す

る
権

利
を

有
し

，
そ

の
意

に
反

し
て

こ
れ

ら
の

変
更

，
切

除
そ

の
他

の
改

変
を

受
け

な
い

も
の

と
す

る
。

第
五
款
　
著
作
権
の
制
限

第
三
十
条
（
私
的
使
用
の
た
め
の
複
製
）　

著
作

権
の

目
的

と
な

つ
て

い
る

著
作

物
（

以
下

こ
の

款
に

お
い

て
単

に
「

著
作

物
」

と
い

う
。）

は
，

個
人

的
に

又
は

家
庭

内
そ

の
他

こ
れ

に
準

ず
る

限
ら

れ
た

範
囲

内
に

お
い

て
使

用
す

る
こ

と
（

以
下

「
私

的
使

用
」

と
い

う
。）

を
目

的
と

す
る

と
き

は
，次

に
掲

げ
る

場
合

を
除

き
，そ

の
使

用
す

る
者

が
複

製
す

る
こ

と
が

で
き

る
。

 
　

 一
　
�公

衆
の

使
用

に
供

す
る

こ
と

を
目

的
と

し
て

設
置

さ
れ

て
い

る
自

動
複

製
機

器
（

複
製

の
機

能
を

有
し

，
こ

れ
に

関
す

る
装

置
の

全
部

又
は

主
要

な
部

分
が

自
動

化
さ

れ
て

い
る

機
器

を
い

う
。）

を
用

い
て

複
製

す
る

場
合

 
　

 二
　
�技

術
的

保
護

手
段

の
回

避
（

第
二

条
第

一
項

第
二

十
号

に
規

定
す

る
信

号
の

除
去

若
し

く
は

改
変

（
記

録
又

は
送

信
の

方
式

の
変

換
に

伴
う

技
術

的
な

制
約

に
よ

る
除

去
又

は
改

変
を

除
く

。）
を

行
う

こ
と

に
よ

り
，

当
該

技
術

的
保

護
手

段
に

よ
つ

て
防

止
さ

れ
る

行
為

を
可

能
と

し
，

又
は

当
該

技
術

的
保

護
手

段
に

よ
つ

て
抑

止
さ

れ
る

行
為

の
結

果
に

障
害

を
生

じ
な

い
よ

う
に

す
る

こ
と

を
い

う
。

第
百

二
十

条
の

二
第

一
号

及
び

第
二

号
に

お
い

て
同

じ
。）

に
よ

り
可

能
と

な
り

，
又

は
そ

の
結

果
に

障
害

が
生

じ
な

い
よ

う
に

な
つ

た
複

製
を

，
そ

の
事

実
を

知
り

な
が

ら
行

う
場

合
　

 三
　

 著
作

権
を

侵
害

す
る

自
動

公
衆

送
信

（
国

外
で

行
わ

れ
る

自
動

公
衆

送
信

で
あ

つ
て

，
国

内
で

行
わ

れ
た

と
し

た
な

ら
ば

著
作

権
の

侵
害

と
な

る
べ

き
も

の
を

含
む

。）
を

受

信
し

て
行

う
デ

ジ
タ

ル
方

式
の

録
音

又
は

録
画

を
，

そ
の

事
実

を
知

り
な

が
ら

行
う

場
合

２
　

私
的

使
用

を
目

的
と

し
て

，デ
ジ

タ
ル

方
式

の
録

音
又

は
録

画
の

機
能

を
有

す
る

機
器（

放
送

の
業

務
の

た
め

の
特

別
の

性
能

そ
の

他
の

私
的

使
用

に
通

常
供

さ
れ

な
い

特
別

の
性

能
を

有
す

る
も

の
及

び
録

音
機

能
付

き
の

電
話

機
そ

の
他

の
本

来
の

機
能

に
附

属
す

る
機

能
と

し
て

録
音

又
は

録
画

の
機

能
を

有
す

る
も

の
を

除
く

。）
で

あ
つ

て
政

令
で

定
め

る
も

の
に

よ
り

，
当

該
機

器
に

よ
る

デ
ジ

タ
ル

方
式

の
録

音
又

は
録

画
の

用
に

供
さ

れ
る

記
録

媒
体

で
あ

つ
て

政
令

で
定

め
る

も
の

に
録

音
又

は
録

画
を

行
う

者
は

，
相

当
な

額
の

補
償

金
を

著
作

権
者

に
支

払
わ

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

。
第
三
十
二
条
（
引
用
）　

公
表

さ
れ

た
著

作
物

は
，

引
用

し
て

利
用

す
る

こ
と

が
で

き
る

。
こ

の
場

合
に

お
い

て
，

そ
の

引
用

は
，

公
正

な
慣

行
に

合
致

す
る

も
の

で
あ

り
，

か
つ

，
報

道
，

批
評

，
研

究
そ

の
他

の
引

用
の

目
的

上
正

当
な

範
囲

内
で

行
な

わ
れ

る
も

の
で

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

。
 

２
　

国
若

し
く

は
地

方
公

共
団

体
の

機
関

，
独

立
行

政
法

人
又

は
地

方
独

立
行

政
法

人
が

一
般

に
周

知
さ

せ
る

こ
と

を
目

的
と

し
て

作
成

し
，

そ
の

著
作

の
名

義
の

下
に

公
表

す
る

広
報

資
料

，
調

査
統

計
資

料
，

報
告

書
そ

の
他

こ
れ

ら
に

類
す

る
著

作
物

は
，

説
明

の
材

料
と

し
て

新
聞

紙
，

雑
誌

そ
の

他
の

刊
行

物
に

転
載

す
る

こ
と

が
で

き
る

。
た

だ
し

，
こ

れ
を

禁
止

す
る

旨
の

表
示

が
あ

る
場

合
は

，
こ

の
限

り
で

な
い

。
第
三
十
五
条（
学
校
そ
の
他
の
教
育
機
関
に
お
け
る
複
製
等
）　

学
校

そ
の

他
の

教
育

機
関（

営
利

を
目

的
と

し
て

設
置

さ
れ

て
い

る
も

の
を

除
く

。）
に

お
い

て
教

育
を

担
任

す
る

者
及

び
授

業
を

受
け

る
者

は
，

そ
の

授
業

の
過

程
に

お
け

る
使

用
に

供
す

る
こ

と
を

目
的

と
す

る
場

合
に

は
，必

要
と

認
め

ら
れ

る
限

度
に

お
い

て
，公

表
さ

れ
た

著
作

物
を

複
製

す
る

こ
と

が
で

き
る

。
た

だ
し

，
当

該
著

作
物

の
種

類
及

び
用

途
並

び
に

そ
の

複
製

の
部

数
及

び
態

様
に

照
ら

し
著

作
権

者
の

利
益

を
不

当
に

害
す

る
こ

と
と

な
る

場
合

は
，

こ
の

限
り

で
な

い
。

第
四
十
七
条
の
三
（
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
著
作
物
の
複
製
物
の
所
有
者
に
よ
る
複
製
等
）　

プ
ロ

グ
ラ

ム
の

著
作

物
の

複
製

物
の

所
有

者
は

，
自

ら
当

該
著

作
物

を
電

子
計

算
機

に
お

い
て

利
用

す
る

た
め

に
必

要
と

認
め

ら
れ

る
限

度
に

お
い

て
，

当
該

著
作

物
の

複
製

又
は

翻
案

（
こ

れ
に

よ
り

創
作

し
た

二
次

的
著

作
物

の
複

製
を

含
む

。）
を

す
る

こ
と

が
で

き
る

。
た

だ
し

，
当

該
利

用
に

係
る

複
製

物
の

使
用

に
つ

き
，

第
百

十
三

条
第

二
項

の
規

定
が

適
用

さ
れ

る
場

合
は

，
こ

の
限

り
で

な
い

。
第
四
節
　
保
護
期
間

第
五
十
一
条
（
保
護
期
間
の
原
則
）　

著
作

権
の

存
続

期
間

は
，著

作
物

の
創

作
の

時
に

始
ま

る
。

 
２

　
著

作
権

は
，

こ
の

節
に

別
段

の
定

め
が

あ
る

場
合

を
除

き
，

著
作

者
の

死
後

（
共

同
著

作
物

に
あ

つ
て

は
，

最
終

に
死

亡
し

た
著

作
者

の
死

後
。

次
条

第
一

項
に

お
い

て
同

じ
。）

五
十

年
を

経
過

す
る

ま
で

の
間

，
存

続
す

る
。

第
八

章
 罰

則
第
百
十
九
条

　
著

作
権

，
出

版
権

又
は

著
作

隣
接

権
を

侵
害

し
た

者
（

第
三

十
条

第
一

項
（

第
百

二
条

第
一

項
に

お
い

て
準

用
す

る
場

合
を

含
む

。
第

三
項

に
お

い
て

同
じ

。）
に

定
め

る
私

的
使

用
の

目
的

を
も

つ
て

自
ら

著
作

物
若

し
く

は
実

演
等

の
複

製
を

行
つ

た
者

，
第

百
十

三
条

第
三

項
の

規
定

に
よ

り
著

作
権

若
し

く
は

著
作

隣
接

権
（

同
条

第
四

項
の

規
定

に
よ

り
著

作
隣

接
権

と
み

な
さ

れ
る

権
利

を
含

む
。

第
百

二
十

条
の

二
第

三
号

に
お

い
て

同
じ

。）
を

侵
害

す
る

行
為

と
み

な
さ

れ
る

行
為

を
行

つ
た

者
，

第
百

十
三

条
第

五
項

の
規

定
に

よ
り

著
作

権
若

し
く

は
著

作
隣

接
権

を
侵

害
す

る
行

為
と

み
な

さ
れ

る
行

為
を

行
つ

た
者

又
は

次
項

第
三

号
若

し
く

は
第

四
号

に
掲

げ
る

者
を

除
く

。）
は

，
十

年
以

下
の

懲
役

若
し

く
は

千
万

円
以

下
の

罰
金

に
処

し
，

又
は

こ
れ

を
併

科
す

る
。

 
２

　
次

の
各

号
の

い
ず

れ
か

に
該

当
す

る
者

は
，

五
年

以
下

の
懲

役
若

し
く

は
五

百
万

円
以

下
の

罰
金

に
処

し
，

又
は

こ
れ

を
併

科
す

る
。

 
 

一
　
�著

作
者

人
格

権
又

は
実

演
家

人
格

権
を

侵
害

し
た

者
（

第
百

十
三

条
第

三
項

の
規

定
に

よ
り

著
作

者
人

格
権

又
は

実
演

家
人

格
権

を
侵

害
す

る
行

為
と

み
な

さ
れ

る
行

為
を

行
つ

た
者

を
除

く
。）

 
 

二
　
�営

利
を

目
的

と
し

て
，

第
三

十
条

第
一

項
第

一
号

に
規

定
す

る
自

動
複

製
機

器
を

著
作

権
，

出
版

権
又

は
著

作
隣

接
権

の
侵

害
と

な
る

著
作

物
又

は
実

演
等

の
複

製
に

使
用

さ
せ

た
者

３
　
第

三
十

条
第

一
項

に
定

め
る

私
的

使
用

の
目

的
を

も
つ

て
，

有
償

著
作

物
等

（
録

音
さ

れ
，

又
は

録
画

さ
れ

た
著

作
物

又
は

実
演

等
（

著
作

権
又

は
著

作
隣

接
権

の
目

的
と

な
つ

て
い

る
も

の
に

限
る

。
）

で
あ

つ
て

，
有

償
で

公
衆

に
提

供
さ

れ
，

又
は

提
示

さ
れ

て
い

る
も

の
（

そ
の

提
供

又
は

提
示

が
著

作
権

又
は

著
作

隣
接

権
を

侵
害

し
な

い
も

の
に

限
る

。
）

を
い

う
。

）
の

著
作

権
又

は
著

作
隣

接
権

を
侵

害
す

る
自

動
公

衆
送

信
（

国
外

で
行

わ
れ

る
自

動
公

衆
送

信
で

あ
つ

て
，

国
内

で
行

わ
れ

た
と

し
た

な
ら

ば
著

作
権

又
は

著
作

隣
接

権
の

侵
害

と
な

る
べ

き
も

の
を

含
む

。
）

を
受

信
し

て
行

う
デ

ジ
タ

ル
方

式
の

録
音

又
は

録
画

を
，

自
ら

そ
の

事
実

を
知

り
な

が
ら

行
つ

て
著

作
権

又
は

著
作

隣
接

権
を

侵
害

し
た

者
は

，
二

年
以

下
の

懲
役

若
し

く
は

二
百

万
円

以
下

の
罰

金
に

処
し

，
又

は
こ

れ
を

併
科

す
る

。

20
03

（
平

成
15

）
年

5月
30

日
公

布
，

20
15

（
平

成
27

）
年

9月
9日

改
正

（
抜

粋
）

第
一

章
　

総
則

第
一
条
（
目
的
）　

こ
の

法
律

は
，

高
度

情
報

通
信

社
会

の
進

展
に

伴
い

個
人

情
報

の
利

用
が

著
し

く
拡

大
し

て
い

る
こ

と
に

鑑
み

，
個

人
情

報
の

適
正

な
取

扱
い

に
関

し
，

基
本

理
念

及
び

政
府

に
よ

る
基

本
方

針
の

作
成

そ
の

他
の

個
人

情
報

の
保

護
に

関
す

る
施

策
の

基
本

と
な

る
事

項
を

定
め

，
国

及
び

地
方

公
共

団
体

の
責

務
等

を
明

ら
か

に
す

る
と

と
も

に
，

個
人

情
報

を
取

り
扱

う
事

業
者

の
遵

守
す

べ
き

義
務

等
を

定
め

る
こ

と
に

よ
り

，
個

人
情

報
の

有
用

性
に

配
慮

し
つ

つ
，

個
人

の
権

利
利

益
を

保
護

す
る

こ
と

を
目

的
と

す
る

。
第
二
条
（
定
義
）　

こ
の

法
律

に
お

い
て

「
個

人
情

報
」

と
は

，
生

存
す

る
個

人
に

関
す

る
情

報
で

あ
っ

て
，

当
該

情
報

に
含

ま
れ

る
氏

名
，

生
年

月
日

そ
の

他
の

記
述

等
に

よ
り

特
定

の
個

人
を

識
別

す
る

こ
と

が
で

き
る

も
の

（
他

の
情

報
と

容
易

に
照

合
す

る
こ

と
が

で
き

，
そ

れ
に

よ
り

特
定

の
個

人
を

識
別

す
る

こ
と

が
で

き
る

こ
と

と
な

る
も

の
を

含
む

。）
を

い
う

。
第

四
章

　
個

人
情

報
取

扱
事

業
者

の
義

務
等

第
一
節
　
個
人
情
報
取
扱
事
業
者
の
義
務

第
十
五
条
（
利
用
目
的
の
特
定
）　

個
人

情
報

取
扱

事
業

者
は

，
個

人
情

報
を

取
り

扱
う

に
当

た
っ

て
は

，
そ

の
利

用
の

目
的

（
以

下
「

利
用

目
的

」
と

い
う

。）
を

で
き

る
限

り
特

定
し

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

。
第
十
六
条
（
利
用
目
的
に
よ
る
制
限
）　

個
人

情
報

取
扱

事
業

者
は

，
あ

ら
か

じ
め

本
人

の
同

意
を

得
な

い
で

，
前

条
の

規
定

に
よ

り
特

定
さ

れ
た

利
用

目
的

の
達

成
に

必
要

な
範

囲
を

超
え

て
，

個
人

情
報

を
取

り
扱

っ
て

は
な

ら
な

い
。

第
十
七
条
（
適
正
な
取
得
）　

個
人

情
報

取
扱

事
業

者
は

，
偽

り
そ

の
他

不
正

の
手

段
に

よ
り

個
人

情
報

を
取

得
し

て
は

な
ら

な
い

。
第
十
八
条
（
取
得
に
際
し
て
の
利
用
目
的
の
通
知
等
）　

個
人

情
報

取
扱

事
業

者
は

，
個

人
情

報
を

取
得

し
た

場
合

は
，

あ
ら

か
じ

め
そ

の
利

用
目

的
を

公
表

し
て

い
る

場
合

を
除

き
，

速
や

か
に

，
そ

の
利

用
目

的
を

，
本

人
に

通
知

し
，

又
は

公
表

し
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
。

第
十
九
条
（
デ
ー
タ
内
容
の
正
確
性
の
確
保
）　

個
人

情
報

取
扱

事
業

者
は

，
利

用
目

的
の

達
成

に
必

要
な

範
囲

内
に

お
い

て
，

個
人

デ
ー

タ
を

正
確

か
つ

最
新

の
内

容
に

保
つ

よ
う

努
め

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

。
第
二
十
条
（
安
全
管
理
措
置
）　

個
人

情
報

取
扱

事
業

者
は

，
そ

の
取

り
扱

う
個

人
デ

ー
タ

の
漏

え
い

，
滅

失
又

は
き

損
の

防
止

そ
の

他
の

個
人

デ
ー

タ
の

安
全

管
理

の
た

め
に

必
要

か
つ

適
切

な
措

置
を

講
じ

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

。
第

六
章

　
雑

則
第
六
十
六
条
　（
適
用
除
外
）　

個
人

情
報

取
扱

事
業

者
の

う
ち

次
の

各
号

に
掲

げ
る

者
に

つ
い

て
は

，
そ

の
個

人
情

報
を

取
り

扱
う

目
的

の
全

部
又

は
一

部
が

そ
れ

ぞ
れ

当
該

各
号

に
規

定
す

る
目

的
で

あ
る

と
き

は
，

第
四

章
の

規
定

は
，

適
用

し
な

い
。

 
一

　
�放

送
機

関
，

新
聞

社
，

通
信

社
そ

の
他

の
報

道
機

関
（

報
道

を
業

と
し

て
行

う
個

人
を

含
む

。）
　

報
道

の
用

に
供

す
る

目
的

 
二

　
�著

述
を

業
と

し
て

行
う

者
　

著
述

の
用

に
供

す
る

目
的

 
三

　
�大

学
そ

の
他

の
学

術
研

究
を

目
的

と
す

る
機

関
若

し
く

は
団

体
又

は
そ

れ
ら

に
属

す
る

者
　

学
術

研
究

の
用

に
供

す
る

目
的

 
四

　
�宗

教
団

体
　

宗
教

活
動

（
こ

れ
に

付
随

す
る

活
動

を
含

む
。）

の
用

に
供

す
る

目
的

 
五

　
�政

治
団

体
　

政
治

活
動

（
こ

れ
に

付
随

す
る

活
動

を
含

む
。）

の
用

に
供

す
る

目
的

第
七

章
　

罰
則

第
七
十
四
条

　
第

三
十

四
条

第
二

項
又

は
第

三
項

の
規

定
に

よ
る

命
令

に
違

反
し

た
者

は
，

六
月

以
下

の
懲

役
又

は
三

十
万

円
以

下
の

罰
金

に
処

す
る

。
第
七
十
五
条

　
第

三
十

二
条

又
は

第
四

十
六

条
の

規
定

に
よ

る
報

告
を

せ
ず

，
又

は
虚

偽
の

報
告

を
し

た
者

は
，

三
十

万
円

以
下

の
罰

金
に

処
す

る
。

20
01

（
平

成
13

）
年

11
月

30
日

公
布
，

20
13

（
平

成
25

）
年

4月
26

日
改

正
（

抜
粋

）
第
一
条
（
趣
旨
）　

こ
の

法
律

は
，

特
定

電
気

通
信

に
よ

る
情

報
の

流
通

に
よ

っ
て

権
利

の
侵

害
が

あ
っ

た
場

合
に

つ
い

て
，

特
定

電
気

通
信

役
務

提
供

者
の

損
害

賠
償

責
任

の
制

限
及

び
発

信
者

情
報

の
開

示
を

請
求

す
る

権
利

に
つ

き
定

め
る

も
の

と
す

る
。

第
三
条
（
損
害
賠
償
責
任
の
制
限
）　

特
定

電
気

通
信

に
よ

る
情

報
の

流
通

に
よ

り
他

人
の

権
利

が
侵

害
さ

れ
た

と
き

は
，

当
該

特
定

電
気

通
信

の
用

に
供

さ
れ

る
特

定
電

気
通

信
設

備
を

用
い

る
特

定
電

気
通

信
役

務
提

供
者

（
以

下
こ

の
項

に
お

い
て

「
関

係
役

務
提

供
者

」
と

い
う

。）
は

，
こ

れ
に

よ
っ

て
生

じ
た

損
害

に
つ

い
て

は
，

権
利

を
侵

害
し

た
情

報
の

不
特

定
の

者
に

対
す

る
送

信
を

防
止

す
る

措
置

を
講

ず
る

こ
と

が
技

術
的

に
可

能
な

場
合

で
あ

っ
て

，
次

の
各

号
の

い
ず

れ
か

に
該

当
す

る
と

き
で

な
け

れ
ば

，
賠

償
の

責
め

に
任

じ
な

い
。

た
だ

し
，

当
該

関
係

役
務

提
供

者
が

当
該

権
利

を
侵

害
し

た
情

報
の

発
信

者
で

あ
る

場
合

は
，

こ
の

限
り

で
な

い
。

 
一

　
�当

該
関

係
役

務
提

供
者

が
当

該
特

定
電

気
通

信
に

よ
る

情
報

の
流

通
に

よ
っ

て
他

人
の

権
利

が
侵

害
さ

れ
て

い
る

こ
と

を
知

っ
て

い
た

と
き

。
 

二
　
�当

該
関

係
役

務
提

供
者

が
，

当
該

特
定

電
気

通
信

に
よ

る
情

報
の

流
通

を
知

っ
て

い
た

場
合

で
あ

っ
て

，
当

該
特

定
電

気
通

信
に

よ
る

情
報

の
流

通
に

よ
っ

て
他

人
の

権
利

が

侵
害

さ
れ

て
い

る
こ

と
を

知
る

こ
と

が
で

き
た

と
認

め
る

に
足

り
る

相
当

の
理

由
が

あ
る

と
き

。
第
四
条
（
発
信
者
情
報
の
開
示
請
求
等
）　

特
定

電
気

通
信

に
よ

る
情

報
の

流
通

に
よ

っ
て

自
己

の
権

利
を

侵
害

さ
れ

た
と

す
る

者
は

，
次

の
各

号
の

い
ず

れ
に

も
該

当
す

る
と

き
に

限
り

，
当

該
特

定
電

気
通

信
の

用
に

供
さ

れ
る

特
定

電
気

通
信

設
備

を
用

い
る

特
定

電
気

通
信

役
務

提
供

者
（

以
下

「
開

示
関

係
役

務
提

供
者

」
と

い
う

。）
に

対
し

，
当

該
開

示
関

係
役

務
提

供
者

が
保

有
す

る
当

該
権

利
の

侵
害

に
係

る
発

信
者

情
報

（
氏

名
，

住
所

そ
の

他
の

侵
害

情
報

の
発

信
者

の
特

定
に

資
す

る
情

報
で

あ
っ

て
総

務
省

令
で

定
め

る
も

の
を

い
う

。
以

下
同

じ
。）

の
開

示
を

請
求

す
る

こ
と

が
で

き
る

。
 

一
　
�侵

害
情

報
の

流
通

に
よ

っ
て

当
該

開
示

の
請

求
を

す
る

者
の

権
利

が
侵

害
さ

れ
た

こ
と

が
明

ら
か

で
あ

る
と

き
。

 
二

　
�当

該
発

信
者

情
報

が
当

該
開

示
の

請
求

を
す

る
者

の
損

害
賠

償
請

求
権

の
行

使
の

た
め

に
必

要
で

あ
る

場
合

そ
の

他
発

信
者

情
報

の
開

示
を

受
け

る
べ

き
正

当
な

理
由

が
あ

る
と

き
。

い
ろ
い
ろ
な
法
律

著
作
権
法

個
人
情
報
の
保
護
に
関
す
る
法
律（
個
人
情
報
保
護
法
）

不
正
ア
ク
セ
ス
行
為
の
禁
止
等
に
関
す
る
法
律（
不
正
ア
ク
セ
ス
禁
止
法
）

特定
電気

通信
役務

提供
者の
損害

賠償
責任

の制
限及
び発

信者
情報

の開
示に
関す
る法
律（
プロ
バイ
ダ責

任制
限法

）

巻 末 い ろ い ろ な 法 律

19
99

（
平

成
11

）
年

8月
13

日
公

布
，

20
13

（
平

成
25

）
年

5月
31

日
改

正
（

抜
粋

）
第
一
条
（
目
的
）　

こ
の

法
律

は
，

不
正

ア
ク

セ
ス

行
為

を
禁

止
す

る
と

と
も

に
，

こ
れ

に
つ

い
て

の
罰

則
及

び
そ

の
再

発
防

止
の

た
め

の
都

道
府

県
公

安
委

員
会

に
よ

る
援

助
措

置
等

を
定

め
る

こ
と

に
よ

り
，

電
気

通
信

回
線

を
通

じ
て

行
わ

れ
る

電
子

計
算

機
に

係
る

犯
罪

の
防

止
及

び
ア

ク
セ

ス
制

御
機

能
に

よ
り

実
現

さ
れ

る
電

気
通

信
に

関
す

る
秩

序
の

維
持

を
図

り
，

も
っ

て
高

度
情

報
通

信
社

会
の

健
全

な
発

展
に

寄
与

す
る

こ
と

を
目

的
と

す
る

。
第
二
条
（
定
義
）　

こ
の

法
律

に
お

い
て

「
ア

ク
セ

ス
管

理
者

」
と

は
，

電
気

通
信

回
線

に
接

続
し

て
い

る
電

子
計

算
機

（
以

下
「

特
定

電
子

計
算

機
」

と
い

う
。）

の
利

用
（

当
該

電
気

通
信

回
線

を
通

じ
て

行
う

も
の

に
限

る
。

以
下

「
特

定
利

用
」

と
い

う
。）

に
つ

き
当

該
特

定
電

子
計

算
機

の
動

作
を

管
理

す
る

者
を

い
う

。
第
三
条
（
不
正
ア
ク
セ
ス
行
為
の
禁
止
）　

何
人

も
，不

正
ア

ク
セ

ス
行

為
を

し
て

は
な

ら
な

い
。

第
七
条
（
識
別
符
号
の
入
力
を
不
正
に
要
求
す
る
行
為
の
禁
止
）　

何
人

も
，

ア
ク

セ
ス

制
御

機
能

を
特

定
電

子
計

算
機

に
付

加
し

た
ア

ク
セ

ス
管

理
者

に
な

り
す

ま
し

，
そ

の
他

当
該

ア
ク

セ
ス

管
理

者
で

あ
る

と
誤

認
さ

せ
て

，
次

に
掲

げ
る

行
為

を
し

て
は

な
ら

な
い

。
た

だ
し

，
当

該
ア

ク
セ

ス
管

理
者

の
承

諾
を

得
て

す
る

場
合

は
，

こ
の

限
り

で
な

い
。

　
一

　
当

該
ア

ク
セ

ス
管

理
者

が
当

該
ア

ク
セ

ス
制

御
機

能
に

係
る

識
別

符
号

を
付

さ
れ

た
利

用
権

者
に

対
し

当
該

識
別

符
号

を
特

定
電

子
計

算
機

に
入

力
す

る
こ

と
を

求
め

る
旨

の
情

報
を

，
電

気
通

信
回

線
に

接
続

し
て

行
う

自
動

公
衆

送
信

（
公

衆
に

よ
っ

て
直

接
受

信
さ

れ
る

こ
と

を
目

的
と

し
て

公
衆

か
ら

の
求

め
に

応
じ

自
動

的
に

送
信

を
行

う
こ

と
を

い
い

，
放

送
又

は
有

線
放

送
に

該
当

す
る

も
の

を
除

く
。）

を
利

用
し

て
公

衆
が

閲
覧

す
る

こ
と

が
で

き
る

状
態

に
置

く
行

為
　

二
　

当
該

ア
ク

セ
ス

管
理

者
が

当
該

ア
ク

セ
ス

制
御

機
能

に
係

る
識

別
符

号
を

付
さ

れ
た

利
用

権
者

に
対

し
当

該
識

別
符

号
を

特
定

電
子

計
算

機
に

入
力

す
る

こ
と

を
求

め
る

旨
の

情
報

を
，

電
子

メ
ー

ル
（

特
定

電
子

メ
ー

ル
の

送
信

の
適

正
化

等
に

関
す

る
法

律
（

平
成

十
四

年
法

律
第

二
十

六
号

）
第

二
条

第
一

号
に

規
定

す
る

電
子

メ
ー

ル
を

い
う

。）
に

よ
り

当
該

利
用

権
者

に
送

信
す

る
行

為

157

削
除
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第
一

章
　

総
則

第
一
節
　
通
則

第
一
条
（
目
的
）　

こ
の

法
律

は
，

著
作

物
並

び
に

実
演

，
レ

コ
ー

ド
，

放
送

及
び

有
線

放
送

に
関

し
著

作
者

の
権

利
及

び
こ

れ
に

隣
接

す
る

権
利

を
定

め
，

こ
れ

ら
の

文
化

的
所

産
の

公
正

な
利

用
に

留
意

し
つ

つ
，

著
作

者
等

の
権

利
の

保
護

を
図

り
，

も
つ

て
文

化
の

発
展

に
寄

与
す

る
こ

と
を

目
的

と
す

る
。

 
第

二
章

 著
作

者
の

権
利

 
第
一
節
　
著
作
物

第
十
条
（
著
作
物
の
例
示
）　

こ
の

法
律

に
い

う
著

作
物

を
例

示
す

る
と

，
お

お
む

ね
次

の
と

お
り

で
あ

る
。

 
　

 一
　

小
説

，
脚

本
，

論
文

，
講

演
そ

の
他

の
言

語
の

著
作

物
 

　
 二

　
音

楽
の

著
作

物
 

　
 三

　
舞

踊
又

は
無

言
劇

の
著

作
物

 
　

 四
　

絵
画

，
版

画
，

彫
刻

そ
の

他
の

美
術

の
著

作
物

 
　

 五
　

建
築

の
著

作
物

 
　

 六
　

 地
図

又
は

学
術

的
な

性
質

を
有

す
る

図
面

，
図

表
，

模
型

そ
の

他
の

図
形

の
著

作
物

 
　

 七
　

映
画

の
著

作
物

 
　

 八
　

写
真

の
著

作
物

 
　

 九
　

プ
ロ

グ
ラ

ム
の

著
作

物
 

２
　

事
実

の
伝

達
に

す
ぎ

な
い

雑
報

及
び

時
事

の
報

道
は

，
前

項
第

一
号

に
掲

げ
る

著
作

物
に

該
当

し
な

い
。

 
３

　
第

一
項

第
九

号
に

掲
げ

る
著

作
物

に
対

す
る

こ
の

法
律

に
よ

る
保

護
は

，
そ

の
著

作
物

を
作

成
す

る
た

め
に

用
い

る
プ

ロ
グ

ラ
ム

言
語

，
規

約
及

び
解

法
に

及
ば

な
い

。
こ

の
場

合
に

お
い

て
，

こ
れ

ら
の

用
語

の
意

義
は

，
次

の
各

号
に

定
め

る
と

こ
ろ

に
よ

る
。

 
　

 一
　
�プ

ロ
グ

ラ
ム

言
語

 プ
ロ

グ
ラ

ム
を

表
現

す
る

手
段

と
し

て
の

文
字

そ
の

他
の

記
号

及
び

そ
の

体
系

を
い

う
。

 
　

 二
　
�規

約
 特

定
の

プ
ロ

グ
ラ

ム
に

お
け

る
前

号
の

プ
ロ

グ
ラ

ム
言

語
の

用
法

に
つ

い
て

の
特

別
の

約
束

を
い

う
。

 
　

 三
　
�解

法
 プ

ロ
グ

ラ
ム

に
お

け
る

電
子

計
算

機
に

対
す

る
指

令
の

組
合

せ
の

方
法

を
い

う
。

第
三
節
　
権
利
の
内
容

第
二
款
　
著
作
者
人
格
権

第
十
八
条
（
公
表
権
）　

著
作

者
は

，
そ

の
著

作
物

で
ま

だ
公

表
さ

れ
て

い
な

い
も

の
（

そ
の

同
意

を
得

な
い

で
公

表
さ

れ
た

著
作

物
を

含
む

。
以

下
こ

の
条

に
お

い
て

同
じ

。）
を

公
衆

に
提

供
し

，
又

は
提

示
す

る
権

利
を

有
す

る
。

当
該

著
作

物
を

原
著

作
物

と
す

る
二

次
的

著
作

物
に

つ
い

て
も

，
同

様
と

す
る

。
第
十
九
条
（
氏
名
表
示
権
）　

著
作

者
は

，
そ

の
著

作
物

の
原

作
品

に
，

又
は

そ
の

著
作

物
の

公
衆

へ
の

提
供

若
し

く
は

提
示

に
際

し
，

そ
の

実
名

若
し

く
は

変
名

を
著

作
者

名
と

し
て

表
示

し
，

又
は

著
作

者
名

を
表

示
し

な
い

こ
と

と
す

る
権

利
を

有
す

る
。

第
二
十
条
（
同
一
性
保
持
権
）　

著
作

者
は

，
そ

の
著

作
物

及
び

そ
の

題
号

の
同

一
性

を
保

持
す

る
権

利
を

有
し

，
そ

の
意

に
反

し
て

こ
れ

ら
の

変
更

，
切

除
そ

の
他

の
改

変
を

受
け

な
い

も
の

と
す

る
。

第
五
款
　
著
作
権
の
制
限

第
三
十
条
（
私
的
使
用
の
た
め
の
複
製
）　

著
作

権
の

目
的

と
な

つ
て

い
る

著
作

物
（

以
下

こ
の

款
に

お
い

て
単

に
「

著
作

物
」

と
い

う
。）

は
，

個
人

的
に

又
は

家
庭

内
そ

の
他

こ
れ

に
準

ず
る

限
ら

れ
た

範
囲

内
に

お
い

て
使

用
す

る
こ

と
（

以
下

「
私

的
使

用
」

と
い

う
。）

を
目

的
と

す
る

と
き

は
，次

に
掲

げ
る

場
合

を
除

き
，そ

の
使

用
す

る
者

が
複

製
す

る
こ

と
が

で
き

る
。

 
　

 一
　
�公

衆
の

使
用

に
供

す
る

こ
と

を
目

的
と

し
て

設
置

さ
れ

て
い

る
自

動
複

製
機

器
（

複
製

の
機

能
を

有
し

，
こ

れ
に

関
す

る
装

置
の

全
部

又
は

主
要

な
部

分
が

自
動

化
さ

れ
て

い
る

機
器

を
い

う
。）

を
用

い
て

複
製

す
る

場
合

 
　

 二
　
�技

術
的

保
護

手
段

の
回

避
（

第
二

条
第

一
項

第
二

十
号

に
規

定
す

る
信

号
の

除
去

若
し

く
は

改
変

（
記

録
又

は
送

信
の

方
式

の
変

換
に

伴
う

技
術

的
な

制
約

に
よ

る
除

去
又

は
改

変
を

除
く

。）
を

行
う

こ
と

に
よ

り
，

当
該

技
術

的
保

護
手

段
に

よ
つ

て
防

止
さ

れ
る

行
為

を
可

能
と

し
，

又
は

当
該

技
術

的
保

護
手

段
に

よ
つ

て
抑

止
さ

れ
る

行
為

の
結

果
に

障
害

を
生

じ
な

い
よ

う
に

す
る

こ
と

を
い

う
。

第
百

二
十

条
の

二
第

一
号

及
び

第
二

号
に

お
い

て
同

じ
。）

に
よ

り
可

能
と

な
り

，
又

は
そ

の
結

果
に

障
害

が
生

じ
な

い
よ

う
に

な
つ

た
複

製
を

，
そ

の
事

実
を

知
り

な
が

ら
行

う
場

合
　

 三
　

 著
作

権
を

侵
害

す
る

自
動

公
衆

送
信

（
国

外
で

行
わ

れ
る

自
動

公
衆

送
信

で
あ

つ
て

，
国

内
で

行
わ

れ
た

と
し

た
な

ら
ば

著
作

権
の

侵
害

と
な

る
べ

き
も

の
を

含
む

。）
を

受

信
し

て
行

う
デ

ジ
タ

ル
方

式
の

録
音

又
は

録
画

を
，

そ
の

事
実

を
知

り
な

が
ら

行
う

場
合

２
　

私
的

使
用

を
目

的
と

し
て

，デ
ジ

タ
ル

方
式

の
録

音
又

は
録

画
の

機
能

を
有

す
る

機
器（

放
送

の
業

務
の

た
め

の
特

別
の

性
能

そ
の

他
の

私
的

使
用

に
通

常
供

さ
れ

な
い

特
別

の
性

能
を

有
す

る
も

の
及

び
録

音
機

能
付

き
の

電
話

機
そ

の
他

の
本

来
の

機
能

に
附

属
す

る
機

能
と

し
て

録
音

又
は

録
画

の
機

能
を

有
す

る
も

の
を

除
く

。）
で

あ
つ

て
政

令
で

定
め

る
も

の
に

よ
り

，
当

該
機

器
に

よ
る

デ
ジ

タ
ル

方
式

の
録

音
又

は
録

画
の

用
に

供
さ

れ
る

記
録

媒
体

で
あ

つ
て

政
令

で
定

め
る

も
の

に
録

音
又

は
録

画
を

行
う

者
は

，
相

当
な

額
の

補
償

金
を

著
作

権
者

に
支

払
わ

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

。
第
三
十
二
条
（
引
用
）　

公
表

さ
れ

た
著

作
物

は
，

引
用

し
て

利
用

す
る

こ
と

が
で

き
る

。
こ

の
場

合
に

お
い

て
，

そ
の

引
用

は
，

公
正

な
慣

行
に

合
致

す
る

も
の

で
あ

り
，

か
つ

，
報

道
，

批
評

，
研

究
そ

の
他

の
引

用
の

目
的

上
正

当
な

範
囲

内
で

行
な

わ
れ

る
も

の
で

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

。
 

２
　

国
若

し
く

は
地

方
公

共
団

体
の

機
関

，
独

立
行

政
法

人
又

は
地

方
独

立
行

政
法

人
が

一
般

に
周

知
さ

せ
る

こ
と

を
目

的
と

し
て

作
成

し
，

そ
の

著
作

の
名

義
の

下
に

公
表

す
る

広
報

資
料

，
調

査
統

計
資

料
，

報
告

書
そ

の
他

こ
れ

ら
に

類
す

る
著

作
物

は
，

説
明

の
材

料
と

し
て

新
聞

紙
，

雑
誌

そ
の

他
の

刊
行

物
に

転
載

す
る

こ
と

が
で

き
る

。
た

だ
し

，
こ

れ
を

禁
止

す
る

旨
の

表
示

が
あ

る
場

合
は

，
こ

の
限

り
で

な
い

。
第
三
十
五
条（
学
校
そ
の
他
の
教
育
機
関
に
お
け
る
複
製
等
）　

学
校

そ
の

他
の

教
育

機
関（

営
利

を
目

的
と

し
て

設
置

さ
れ

て
い

る
も

の
を

除
く

。）
に

お
い

て
教

育
を

担
任

す
る

者
及

び
授

業
を

受
け

る
者

は
，

そ
の

授
業

の
過

程
に

お
け

る
利

用
に

供
す

る
こ

と
を

目
的

と
す

る
場

合
に

は
，

そ
の

必
要

と
認

め
ら

れ
る

限
度

に
お

い
て

，
公

表
さ

れ
た

著
作

物
を

複
製

し
，

若
し

く
は

公
衆

送
信

（
自

動
公

衆
送

信
の

場
合

に
あ

つ
て

は
，

送
信

可
能

化
を

含
む

。
以

下
こ

の
条

に
お

い
て

同
じ

。）
を

行
い

，
又

は
公

表
さ

れ
た

著
作

物
で

あ
つ

て
公

衆
送

信
さ

れ
る

も
の

を
受

信
装

置
を

用
い

て
公

に
伝

達
す

る
こ

と
が

で
き

る
。

た
だ

し
，

当
該

著
作

物
の

種
類

及
び

用
途

並
び

に
当

該
複

製
の

部
数

及
び

当
該

複
製

，
公

衆
送

信
又

は
伝

達
の

態
様

に
照

ら
し

著
作

権
者

の
利

益
を

不
当

に
害

す
る

こ
と

と
な

る
場

合
は

，
こ

の
限

り
で

な
い

。
第
四
十
七
条
の
三
（
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
著
作
物
の
複
製
物
の
所
有
者
に
よ
る
複
製
等
）　

プ
ロ

グ
ラ

ム
の

著
作

物
の

複
製

物
の

所
有

者
は

，
自

ら
当

該
著

作
物

を
電

子
計

算
機

に
お

い
て

実
行

す
る

た
め

に
必

要
と

認
め

ら
れ

る
限

度
に

お
い

て
，

当
該

著
作

物
を

複
製

す
る

こ
と

が
で

き
る

。
た

だ
し

，
当

該
実

行
に

係
る

複
製

物
の

使
用

に
つ

き
，

第
百

十
三

条
第

二
項

の
規

定
が

適
用

さ
れ

る
場

合
は

，
こ

の
限

り
で

な
い

。
第
四
節
　
保
護
期
間

第
五
十
一
条
（
保
護
期
間
の
原
則
） 　

著
作

権
の

存
続

期
間

は
，著

作
物

の
創

作
の

時
に

始
ま

る
。

 
２

　
著

作
権

は
，

こ
の

節
に

別
段

の
定

め
が

あ
る

場
合

を
除

き
，

著
作

者
の

死
後

（
共

同
著

作
物

に
あ

つ
て

は
，

最
終

に
死

亡
し

た
著

作
者

の
死

後
。

次
条

第
一

項
に

お
い

て
同

じ
。）

七
十

年
を

経
過

す
る

ま
で

の
間

，
存

続
す

る
。

第
八

章
 罰

則
第
百
十
九
条

　
著

作
権

，
出

版
権

又
は

著
作

隣
接

権
を

侵
害

し
た

者
（

第
三

十
条

第
一

項
（

第
百

二
条

第
一

項
に

お
い

て
準

用
す

る
場

合
を

含
む

。
第

三
項

に
お

い
て

同
じ

。）
に

定
め

る
私

的
使

用
の

目
的

を
も

つ
て

自
ら

著
作

物
若

し
く

は
実

演
等

の
複

製
を

行
つ

た
者

，
第

百
十

三
条

第
三

項
の

規
定

に
よ

り
著

作
権

，
出

版
権

若
し

く
は

著
作

隣
接

権
を

侵
害

す
る

行
為

と
み

な
さ

れ
る

行
為

を
行

つ
た

者
，

同
条

第
四

項
の

規
定

に
よ

り
著

作
権

若
し

く
は

著
作

隣
接

権
（

同
条

第
五

項
の

規
定

に
よ

り
著

作
隣

接
権

と
み

な
さ

れ
る

権
利

を
含

む
。

第
百

二
十

条
の

二
第

三
号

に
お

い
て

同
じ

。）
を

侵
害

す
る

行
為

と
み

な
さ

れ
る

行
為

を
行

つ
た

者
，

第
百

十
三

条
第

六
項

の
規

定
に

よ
り

著
作

権
若

し
く

は
著

作
隣

接
権

を
侵

害
す

る
行

為
と

み
な

さ
れ

る
行

為
を

行
つ

た
者

又
は

次
項

第
三

号
若

し
く

は
第

四
号

に
掲

げ
る

者
を

除
く

。）
は

，
十

年
以

下
の

懲
役

若
し

く
は

千
万

円
以

下
の

罰
金

に
処

し
，

又
は

こ
れ

を
併

科
す

る
。

２
　

次
の

各
号

の
い

ず
れ

か
に

該
当

す
る

者
は

，
五

年
以

下
の

懲
役

若
し

く
は

五
百

万
円

以
下

の
罰

金
に

処
し

，
又

は
こ

れ
を

併
科

す
る

。
 

 
一

　
 著

作
者

人
格

権
又

は
実

演
家

人
格

権
を

侵
害

し
た

者
（

第
百

十
三

条
第

四
項

の
規

定
に

よ
り

著
作

者
人

格
権

又
は

実
演

家
人

格
権

を
侵

害
す

る
行

為
と

み
な

さ
れ

る
行

為
を

行
つ

た
者

を
除

く
。）

 
 

二
　

 営
利

を
目

的
と

し
て

，
第

三
十

条
第

一
項

第
一

号
に

規
定

す
る

自
動

複
製

機
器

を
著

作
権

，
出

版
権

又
は

著
作

隣
接

権
の

侵
害

と
な

る
著

作
物

又
は

実
演

等
の

複
製

に
使

用
さ

せ
た

者

20
03

（
平

成
15

）
年

5月
30

日
公

布
，

20
15

（
平

成
27

）
年

9月
9日

改
正

（
抜

粋
）

第
一

章
　

総
則

第
一
条
（
目
的
）　

こ
の

法
律

は
，

高
度

情
報

通
信

社
会

の
進

展
に

伴
い

個
人

情
報

の
利

用
が

著
し

く
拡

大
し

て
い

る
こ

と
に

鑑
み

，
個

人
情

報
の

適
正

な
取

扱
い

に
関

し
，

基
本

理
念

及
び

政
府

に
よ

る
基

本
方

針
の

作
成

そ
の

他
の

個
人

情
報

の
保

護
に

関
す

る
施

策
の

基
本

と
な

る
事

項
を

定
め

，
国

及
び

地
方

公
共

団
体

の
責

務
等

を
明

ら
か

に
す

る
と

と
も

に
，

個
人

情
報

を
取

り
扱

う
事

業
者

の
遵

守
す

べ
き

義
務

等
を

定
め

る
こ

と
に

よ
り

，
個

人
情

報
の

有
用

性
に

配
慮

し
つ

つ
，

個
人

の
権

利
利

益
を

保
護

す
る

こ
と

を
目

的
と

す
る

。
第
二
条
（
定
義
）　

こ
の

法
律

に
お

い
て

「
個

人
情

報
」

と
は

，
生

存
す

る
個

人
に

関
す

る
情

報
で

あ
っ

て
，

当
該

情
報

に
含

ま
れ

る
氏

名
，

生
年

月
日

そ
の

他
の

記
述

等
に

よ
り

特
定

の
個

人
を

識
別

す
る

こ
と

が
で

き
る

も
の

（
他

の
情

報
と

容
易

に
照

合
す

る
こ

と
が

で
き

，
そ

れ
に

よ
り

特
定

の
個

人
を

識
別

す
る

こ
と

が
で

き
る

こ
と

と
な

る
も

の
を

含
む

。）
を

い
う

。
第

四
章

　
個

人
情

報
取

扱
事

業
者

の
義

務
等

第
一
節
　
個
人
情
報
取
扱
事
業
者
の
義
務

第
十
五
条
（
利
用
目
的
の
特
定
）　

個
人

情
報

取
扱

事
業

者
は

，
個

人
情

報
を

取
り

扱
う

に
当

た
っ

て
は

，
そ

の
利

用
の

目
的

（
以

下
「

利
用

目
的

」
と

い
う

。）
を

で
き

る
限

り
特

定
し

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

。
第
十
六
条
（
利
用
目
的
に
よ
る
制
限
）　

個
人

情
報

取
扱

事
業

者
は

，
あ

ら
か

じ
め

本
人

の
同

意
を

得
な

い
で

，
前

条
の

規
定

に
よ

り
特

定
さ

れ
た

利
用

目
的

の
達

成
に

必
要

な
範

囲
を

超
え

て
，

個
人

情
報

を
取

り
扱

っ
て

は
な

ら
な

い
。

第
十
七
条
（
適
正
な
取
得
）　

個
人

情
報

取
扱

事
業

者
は

，
偽

り
そ

の
他

不
正

の
手

段
に

よ
り

個
人

情
報

を
取

得
し

て
は

な
ら

な
い

。
第
十
八
条
（
取
得
に
際
し
て
の
利
用
目
的
の
通
知
等
）　

個
人

情
報

取
扱

事
業

者
は

，
個

人
情

報
を

取
得

し
た

場
合

は
，

あ
ら

か
じ

め
そ

の
利

用
目

的
を

公
表

し
て

い
る

場
合

を
除

き
，

速
や

か
に

，
そ

の
利

用
目

的
を

，
本

人
に

通
知

し
，

又
は

公
表

し
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
。

第
十
九
条
（
デ
ー
タ
内
容
の
正
確
性
の
確
保
）　

個
人

情
報

取
扱

事
業

者
は

，
利

用
目

的
の

達
成

に
必

要
な

範
囲

内
に

お
い

て
，

個
人

デ
ー

タ
を

正
確

か
つ

最
新

の
内

容
に

保
つ

よ
う

努
め

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

。
第
二
十
条
（
安
全
管
理
措
置
）　

個
人

情
報

取
扱

事
業

者
は

，
そ

の
取

り
扱

う
個

人
デ

ー
タ

の
漏

え
い

，
滅

失
又

は
き

損
の

防
止

そ
の

他
の

個
人

デ
ー

タ
の

安
全

管
理

の
た

め
に

必
要

か
つ

適
切

な
措

置
を

講
じ

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

。
第

六
章

　
雑

則
第
六
十
六
条
　（
適
用
除
外
）　

個
人

情
報

取
扱

事
業

者
の

う
ち

次
の

各
号

に
掲

げ
る

者
に

つ
い

て
は

，
そ

の
個

人
情

報
を

取
り

扱
う

目
的

の
全

部
又

は
一

部
が

そ
れ

ぞ
れ

当
該

各
号

に
規

定
す

る
目

的
で

あ
る

と
き

は
，

第
四

章
の

規
定

は
，

適
用

し
な

い
。

 
一

　
�放

送
機

関
，

新
聞

社
，

通
信

社
そ

の
他

の
報

道
機

関
（

報
道

を
業

と
し

て
行

う
個

人
を

含
む

。）
　

報
道

の
用

に
供

す
る

目
的

 
二

　
�著

述
を

業
と

し
て

行
う

者
　

著
述

の
用

に
供

す
る

目
的

 
三

　
�大

学
そ

の
他

の
学

術
研

究
を

目
的

と
す

る
機

関
若

し
く

は
団

体
又

は
そ

れ
ら

に
属

す
る

者
　

学
術

研
究

の
用

に
供

す
る

目
的

 
四

　
�宗

教
団

体
　

宗
教

活
動

（
こ

れ
に

付
随

す
る

活
動

を
含

む
。）

の
用

に
供

す
る

目
的

 
五

　
�政

治
団

体
　

政
治

活
動

（
こ

れ
に

付
随

す
る

活
動

を
含

む
。）

の
用

に
供

す
る

目
的

第
七

章
　

罰
則

第
七
十
四
条

　
第

三
十

四
条

第
二

項
又

は
第

三
項

の
規

定
に

よ
る

命
令

に
違

反
し

た
者

は
，

六
月

以
下

の
懲

役
又

は
三

十
万

円
以

下
の

罰
金

に
処

す
る

。
第
七
十
五
条

　
第

三
十

二
条

又
は

第
四

十
六

条
の

規
定

に
よ

る
報

告
を

せ
ず

，
又

は
虚

偽
の

報
告

を
し

た
者

は
，

三
十

万
円

以
下

の
罰

金
に

処
す

る
。

20
01

（
平

成
13

）
年

11
月

30
日

公
布
，

20
13

（
平

成
25

）
年

4月
26

日
改

正
（

抜
粋

）
第
一
条
（
趣
旨
）　

こ
の

法
律

は
，

特
定

電
気

通
信

に
よ

る
情

報
の

流
通

に
よ

っ
て

権
利

の
侵

害
が

あ
っ

た
場

合
に

つ
い

て
，

特
定

電
気

通
信

役
務

提
供

者
の

損
害

賠
償

責
任

の
制

限
及

び
発

信
者

情
報

の
開

示
を

請
求

す
る

権
利

に
つ

き
定

め
る

も
の

と
す

る
。

第
三
条
（
損
害
賠
償
責
任
の
制
限
）　

特
定

電
気

通
信

に
よ

る
情

報
の

流
通

に
よ

り
他

人
の

権
利

が
侵

害
さ

れ
た

と
き

は
，

当
該

特
定

電
気

通
信

の
用

に
供

さ
れ

る
特

定
電

気
通

信
設

備
を

用
い

る
特

定
電

気
通

信
役

務
提

供
者

（
以

下
こ

の
項

に
お

い
て

「
関

係
役

務
提

供
者

」
と

い
う

。）
は

，
こ

れ
に

よ
っ

て
生

じ
た

損
害

に
つ

い
て

は
，

権
利

を
侵

害
し

た
情

報
の

不
特

定
の

者
に

対
す

る
送

信
を

防
止

す
る

措
置

を
講

ず
る

こ
と

が
技

術
的

に
可

能
な

場
合

で
あ

っ
て

，
次

の
各

号
の

い
ず

れ
か

に
該

当
す

る
と

き
で

な
け

れ
ば

，
賠

償
の

責
め

に
任

じ
な

い
。

た
だ

し
，

当
該

関
係

役
務

提
供

者
が

当
該

権
利

を
侵

害
し

た
情

報
の

発
信

者
で

あ
る

場
合

は
，

こ
の

限
り

で
な

い
。

 
一

　
�当

該
関

係
役

務
提

供
者

が
当

該
特

定
電

気
通

信
に

よ
る

情
報

の
流

通
に

よ
っ

て
他

人
の

権
利

が
侵

害
さ

れ
て

い
る

こ
と

を
知

っ
て

い
た

と
き

。
 

二
　
�当

該
関

係
役

務
提

供
者

が
，

当
該

特
定

電
気

通
信

に
よ

る
情

報
の

流
通

を
知

っ
て

い
た

場
合

で
あ

っ
て

，
当

該
特

定
電

気
通

信
に

よ
る

情
報

の
流

通
に

よ
っ

て
他

人
の

権
利

が

侵
害

さ
れ

て
い

る
こ

と
を

知
る

こ
と

が
で

き
た

と
認

め
る

に
足

り
る

相
当

の
理

由
が

あ
る

と
き

。
第
四
条
（
発
信
者
情
報
の
開
示
請
求
等
）　

特
定

電
気

通
信

に
よ

る
情

報
の

流
通

に
よ

っ
て

自
己

の
権

利
を

侵
害

さ
れ

た
と

す
る

者
は

，
次

の
各

号
の

い
ず

れ
に

も
該

当
す

る
と

き
に

限
り

，
当

該
特

定
電

気
通

信
の

用
に

供
さ

れ
る

特
定

電
気

通
信

設
備

を
用

い
る

特
定

電
気

通
信

役
務

提
供

者
（

以
下

「
開

示
関

係
役

務
提

供
者

」
と

い
う

。）
に

対
し

，
当

該
開

示
関

係
役

務
提

供
者

が
保

有
す

る
当

該
権

利
の

侵
害

に
係

る
発

信
者

情
報

（
氏

名
，

住
所

そ
の

他
の

侵
害

情
報

の
発

信
者

の
特

定
に

資
す

る
情

報
で

あ
っ

て
総

務
省

令
で

定
め

る
も

の
を

い
う

。
以

下
同

じ
。）

の
開

示
を

請
求

す
る

こ
と

が
で

き
る

。
 

一
　
�侵

害
情

報
の

流
通

に
よ

っ
て

当
該

開
示

の
請

求
を

す
る

者
の

権
利

が
侵

害
さ

れ
た

こ
と

が
明

ら
か

で
あ

る
と

き
。

 
二

　
�当

該
発

信
者

情
報

が
当

該
開

示
の

請
求

を
す

る
者

の
損

害
賠

償
請

求
権

の
行

使
の

た
め

に
必

要
で

あ
る

場
合

そ
の

他
発

信
者

情
報

の
開

示
を

受
け

る
べ

き
正

当
な

理
由

が
あ

る
と

き
。

い
ろ
い
ろ
な
法
律

著
作
権
法

個
人
情
報
の
保
護
に
関
す
る
法
律（
個
人
情
報
保
護
法
）

不
正
ア
ク
セ
ス
行
為
の
禁
止
等
に
関
す
る
法
律（
不
正
ア
ク
セ
ス
禁
止
法
）

特定
電気

通信
役務

提供
者の
損害

賠償
責任

の制
限及
び発

信者
情報

の開
示に
関す
る法
律（
プロ
バイ
ダ責

任制
限法

）

巻 末 い ろ い ろ な 法 律

19
99

（
平

成
11

）
年

8月
13

日
公

布
，

20
13

（
平

成
25

）
年

5月
31

日
改

正
（

抜
粋

）
第
一
条
（
目
的
）　

こ
の

法
律

は
，

不
正

ア
ク

セ
ス

行
為

を
禁

止
す

る
と

と
も

に
，

こ
れ

に
つ

い
て

の
罰

則
及

び
そ

の
再

発
防

止
の

た
め

の
都

道
府

県
公

安
委

員
会

に
よ

る
援

助
措

置
等

を
定

め
る

こ
と

に
よ

り
，

電
気

通
信

回
線

を
通

じ
て

行
わ

れ
る

電
子

計
算

機
に

係
る

犯
罪

の
防

止
及

び
ア

ク
セ

ス
制

御
機

能
に

よ
り

実
現

さ
れ

る
電

気
通

信
に

関
す

る
秩

序
の

維
持

を
図

り
，

も
っ

て
高

度
情

報
通

信
社

会
の

健
全

な
発

展
に

寄
与

す
る

こ
と

を
目

的
と

す
る

。
第
二
条
（
定
義
）　

こ
の

法
律

に
お

い
て

「
ア

ク
セ

ス
管

理
者

」
と

は
，

電
気

通
信

回
線

に
接

続
し

て
い

る
電

子
計

算
機

（
以

下
「

特
定

電
子

計
算

機
」

と
い

う
。）

の
利

用
（

当
該

電
気

通
信

回
線

を
通

じ
て

行
う

も
の

に
限

る
。

以
下

「
特

定
利

用
」

と
い

う
。）

に
つ

き
当

該
特

定
電

子
計

算
機

の
動

作
を

管
理

す
る

者
を

い
う

。
第
三
条
（
不
正
ア
ク
セ
ス
行
為
の
禁
止
）　

何
人

も
，不

正
ア

ク
セ

ス
行

為
を

し
て

は
な

ら
な

い
。

第
七
条
（
識
別
符
号
の
入
力
を
不
正
に
要
求
す
る
行
為
の
禁
止
）　

何
人

も
，

ア
ク

セ
ス

制
御

機
能

を
特

定
電

子
計

算
機

に
付

加
し

た
ア

ク
セ

ス
管

理
者

に
な

り
す

ま
し

，
そ

の
他

当
該

ア
ク

セ
ス

管
理

者
で

あ
る

と
誤

認
さ

せ
て

，
次

に
掲

げ
る

行
為

を
し

て
は

な
ら

な
い

。
た

だ
し

，
当

該
ア

ク
セ

ス
管

理
者

の
承

諾
を

得
て

す
る

場
合

は
，

こ
の

限
り

で
な

い
。

　
一

　
当

該
ア

ク
セ

ス
管

理
者

が
当

該
ア

ク
セ

ス
制

御
機

能
に

係
る

識
別

符
号

を
付

さ
れ

た
利

用
権

者
に

対
し

当
該

識
別

符
号

を
特

定
電

子
計

算
機

に
入

力
す

る
こ

と
を

求
め

る
旨

の
情

報
を

，
電

気
通

信
回

線
に

接
続

し
て

行
う

自
動

公
衆

送
信

（
公

衆
に

よ
っ

て
直

接
受

信
さ

れ
る

こ
と

を
目

的
と

し
て

公
衆

か
ら

の
求

め
に

応
じ

自
動

的
に

送
信

を
行

う
こ

と
を

い
い

，
放

送
又

は
有

線
放

送
に

該
当

す
る

も
の

を
除

く
。）

を
利

用
し

て
公

衆
が

閲
覧

す
る

こ
と

が
で

き
る

状
態

に
置

く
行

為
　

二
　

当
該

ア
ク

セ
ス

管
理

者
が

当
該

ア
ク

セ
ス

制
御

機
能

に
係

る
識

別
符

号
を

付
さ

れ
た

利
用

権
者

に
対

し
当

該
識

別
符

号
を

特
定

電
子

計
算

機
に

入
力

す
る

こ
と

を
求

め
る

旨
の

情
報

を
，

電
子

メ
ー

ル
（

特
定

電
子

メ
ー

ル
の

送
信

の
適

正
化

等
に

関
す

る
法

律
（

平
成

十
四

年
法

律
第

二
十

六
号

）
第

二
条

第
一

号
に

規
定

す
る

電
子

メ
ー

ル
を

い
う

。）
に

よ
り

当
該

利
用

権
者

に
送

信
す

る
行

為
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第
一

章
　

総
則

第
一
節
　
通
則

第
一
条
（
目
的
）　

こ
の

法
律

は
，

著
作

物
並

び
に

実
演

，
レ

コ
ー

ド
，

放
送

及
び

有
線

放
送

に
関

し
著

作
者

の
権

利
及

び
こ

れ
に

隣
接

す
る

権
利

を
定

め
，

こ
れ

ら
の

文
化

的
所

産
の

公
正

な
利

用
に

留
意

し
つ

つ
，

著
作

者
等

の
権

利
の

保
護

を
図

り
，

も
つ

て
文

化
の

発
展

に
寄

与
す

る
こ

と
を

目
的

と
す

る
。

 
第

二
章

 著
作

者
の

権
利

 
第
一
節
　
著
作
物

第
十
条
（
著
作
物
の
例
示
）　

こ
の

法
律

に
い

う
著

作
物

を
例

示
す

る
と

，
お

お
む

ね
次

の
と

お
り

で
あ

る
。

 
　

 一
　

小
説

，
脚

本
，

論
文

，
講

演
そ

の
他

の
言

語
の

著
作

物
 

　
 二

　
音

楽
の

著
作

物
 

　
 三

　
舞

踊
又

は
無

言
劇

の
著

作
物

 
　

 四
　

絵
画

，
版

画
，

彫
刻

そ
の

他
の

美
術

の
著

作
物

 
　

 五
　

建
築

の
著

作
物

 
　

 六
　

 地
図

又
は

学
術

的
な

性
質

を
有

す
る

図
面

，
図

表
，

模
型

そ
の

他
の

図
形

の
著

作
物

 
　

 七
　

映
画

の
著

作
物

 
　

 八
　

写
真

の
著

作
物

 
　

 九
　

プ
ロ

グ
ラ

ム
の

著
作

物
 

２
　

事
実

の
伝

達
に

す
ぎ

な
い

雑
報

及
び

時
事

の
報

道
は

，
前

項
第

一
号

に
掲

げ
る

著
作

物
に

該
当

し
な

い
。

 
３

　
第

一
項

第
九

号
に

掲
げ

る
著

作
物

に
対

す
る

こ
の

法
律

に
よ

る
保

護
は

，
そ

の
著

作
物

を
作

成
す

る
た

め
に

用
い

る
プ

ロ
グ

ラ
ム

言
語

，
規

約
及

び
解

法
に

及
ば

な
い

。
こ

の
場

合
に

お
い

て
，

こ
れ

ら
の

用
語

の
意

義
は

，
次

の
各

号
に

定
め

る
と

こ
ろ

に
よ

る
。

 
　

 一
　
�プ

ロ
グ

ラ
ム

言
語

 プ
ロ

グ
ラ

ム
を

表
現

す
る

手
段

と
し

て
の

文
字

そ
の

他
の

記
号

及
び

そ
の

体
系

を
い

う
。

 
　

 二
　
�規

約
 特

定
の

プ
ロ

グ
ラ

ム
に

お
け

る
前

号
の

プ
ロ

グ
ラ

ム
言

語
の

用
法

に
つ

い
て

の
特

別
の

約
束

を
い

う
。

 
　

 三
　
�解

法
 プ

ロ
グ

ラ
ム

に
お

け
る

電
子

計
算

機
に

対
す

る
指

令
の

組
合

せ
の

方
法

を
い

う
。

第
三
節
　
権
利
の
内
容

第
二
款
　
著
作
者
人
格
権

第
十
八
条
（
公
表
権
）　

著
作

者
は

，
そ

の
著

作
物

で
ま

だ
公

表
さ

れ
て

い
な

い
も

の
（

そ
の

同
意

を
得

な
い

で
公

表
さ

れ
た

著
作

物
を

含
む

。
以

下
こ

の
条

に
お

い
て

同
じ

。）
を

公
衆

に
提

供
し

，
又

は
提

示
す

る
権

利
を

有
す

る
。

当
該

著
作

物
を

原
著

作
物

と
す

る
二

次
的

著
作

物
に

つ
い

て
も

，
同

様
と

す
る

。
第
十
九
条
（
氏
名
表
示
権
）　

著
作

者
は

，
そ

の
著

作
物

の
原

作
品

に
，

又
は

そ
の

著
作

物
の

公
衆

へ
の

提
供

若
し

く
は

提
示

に
際

し
，

そ
の

実
名

若
し

く
は

変
名

を
著

作
者

名
と

し
て

表
示

し
，

又
は

著
作

者
名

を
表

示
し

な
い

こ
と

と
す

る
権

利
を

有
す

る
。

第
二
十
条
（
同
一
性
保
持
権
）　

著
作

者
は

，
そ

の
著

作
物

及
び

そ
の

題
号

の
同

一
性

を
保

持
す

る
権

利
を

有
し

，
そ

の
意

に
反

し
て

こ
れ

ら
の

変
更

，
切

除
そ

の
他

の
改

変
を

受
け

な
い

も
の

と
す

る
。

第
五
款
　
著
作
権
の
制
限

第
三
十
条
（
私
的
使
用
の
た
め
の
複
製
）　

著
作

権
の

目
的

と
な

つ
て

い
る

著
作

物
（

以
下

こ
の

款
に

お
い

て
単

に
「

著
作

物
」

と
い

う
。）

は
，

個
人

的
に

又
は

家
庭

内
そ

の
他

こ
れ

に
準

ず
る

限
ら

れ
た

範
囲

内
に

お
い

て
使

用
す

る
こ

と
（

以
下

「
私

的
使

用
」

と
い

う
。）

を
目

的
と

す
る

と
き

は
，次

に
掲

げ
る

場
合

を
除

き
，そ

の
使

用
す

る
者

が
複

製
す

る
こ

と
が

で
き

る
。

 
　

 一
　
�公

衆
の

使
用

に
供

す
る

こ
と

を
目

的
と

し
て

設
置

さ
れ

て
い

る
自

動
複

製
機

器
（

複
製

の
機

能
を

有
し

，
こ

れ
に

関
す

る
装

置
の

全
部

又
は

主
要

な
部

分
が

自
動

化
さ

れ
て

い
る

機
器

を
い

う
。）

を
用

い
て

複
製

す
る

場
合

 
　

 二
　
�技

術
的

保
護

手
段

の
回

避
（

第
二

条
第

一
項

第
二

十
号

に
規

定
す

る
信

号
の

除
去

若
し

く
は

改
変

（
記

録
又

は
送

信
の

方
式

の
変

換
に

伴
う

技
術

的
な

制
約

に
よ

る
除

去
又

は
改

変
を

除
く

。）
を

行
う

こ
と

に
よ

り
，

当
該

技
術

的
保

護
手

段
に

よ
つ

て
防

止
さ

れ
る

行
為

を
可

能
と

し
，

又
は

当
該

技
術

的
保

護
手

段
に

よ
つ

て
抑

止
さ

れ
る

行
為

の
結

果
に

障
害

を
生

じ
な

い
よ

う
に

す
る

こ
と

を
い

う
。

第
百

二
十

条
の

二
第

一
号

及
び

第
二

号
に

お
い

て
同

じ
。）

に
よ

り
可

能
と

な
り

，
又

は
そ

の
結

果
に

障
害

が
生

じ
な

い
よ

う
に

な
つ

た
複

製
を

，
そ

の
事

実
を

知
り

な
が

ら
行

う
場

合
　

 三
　

 著
作

権
を

侵
害

す
る

自
動

公
衆

送
信

（
国

外
で

行
わ

れ
る

自
動

公
衆

送
信

で
あ

つ
て

，
国

内
で

行
わ

れ
た

と
し

た
な

ら
ば

著
作

権
の

侵
害

と
な

る
べ

き
も

の
を

含
む

。）
を

受

信
し

て
行

う
デ

ジ
タ

ル
方

式
の

録
音

又
は

録
画

を
，

そ
の

事
実

を
知

り
な

が
ら

行
う

場
合

２
　

私
的

使
用

を
目

的
と

し
て

，デ
ジ

タ
ル

方
式

の
録

音
又

は
録

画
の

機
能

を
有

す
る

機
器（

放
送

の
業

務
の

た
め

の
特

別
の

性
能

そ
の

他
の

私
的

使
用

に
通

常
供

さ
れ

な
い

特
別

の
性

能
を

有
す

る
も

の
及

び
録

音
機

能
付

き
の

電
話

機
そ

の
他

の
本

来
の

機
能

に
附

属
す

る
機

能
と

し
て

録
音

又
は

録
画

の
機

能
を

有
す

る
も

の
を

除
く

。）
で

あ
つ

て
政

令
で

定
め

る
も

の
に

よ
り

，
当

該
機

器
に

よ
る

デ
ジ

タ
ル

方
式

の
録

音
又

は
録

画
の

用
に

供
さ

れ
る

記
録

媒
体

で
あ

つ
て

政
令

で
定

め
る

も
の

に
録

音
又

は
録

画
を

行
う

者
は

，
相

当
な

額
の

補
償

金
を

著
作

権
者

に
支

払
わ

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

。
第
三
十
二
条
（
引
用
）　

公
表

さ
れ

た
著

作
物

は
，

引
用

し
て

利
用

す
る

こ
と

が
で

き
る

。
こ

の
場

合
に

お
い

て
，

そ
の

引
用

は
，

公
正

な
慣

行
に

合
致

す
る

も
の

で
あ

り
，

か
つ

，
報

道
，

批
評

，
研

究
そ

の
他

の
引

用
の

目
的

上
正

当
な

範
囲

内
で

行
な

わ
れ

る
も

の
で

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

。
 

２
　

国
若

し
く

は
地

方
公

共
団

体
の

機
関

，
独

立
行

政
法

人
又

は
地

方
独

立
行

政
法

人
が

一
般

に
周

知
さ

せ
る

こ
と

を
目

的
と

し
て

作
成

し
，

そ
の

著
作

の
名

義
の

下
に

公
表

す
る

広
報

資
料

，
調

査
統

計
資

料
，

報
告

書
そ

の
他

こ
れ

ら
に

類
す

る
著

作
物

は
，

説
明

の
材

料
と

し
て

新
聞

紙
，

雑
誌

そ
の

他
の

刊
行

物
に

転
載

す
る

こ
と

が
で

き
る

。
た

だ
し

，
こ

れ
を

禁
止

す
る

旨
の

表
示

が
あ

る
場

合
は

，
こ

の
限

り
で

な
い

。
第
三
十
五
条（
学
校
そ
の
他
の
教
育
機
関
に
お
け
る
複
製
等
）　

学
校

そ
の

他
の

教
育

機
関（

営
利

を
目

的
と

し
て

設
置

さ
れ

て
い

る
も

の
を

除
く

。）
に

お
い

て
教

育
を

担
任

す
る

者
及

び
授

業
を

受
け

る
者

は
，

そ
の

授
業

の
過

程
に

お
け

る
利

用
に

供
す

る
こ

と
を

目
的

と
す

る
場

合
に

は
，

そ
の

必
要

と
認

め
ら

れ
る

限
度

に
お

い
て

，
公

表
さ

れ
た

著
作

物
を

複
製

し
，

若
し

く
は

公
衆

送
信

（
自

動
公

衆
送

信
の

場
合

に
あ

つ
て

は
，

送
信

可
能

化
を

含
む

。
以

下
こ

の
条

に
お

い
て

同
じ

。）
を

行
い

，
又

は
公

表
さ

れ
た

著
作

物
で

あ
つ

て
公

衆
送

信
さ

れ
る

も
の

を
受

信
装

置
を

用
い

て
公

に
伝

達
す

る
こ

と
が

で
き

る
。

た
だ

し
，

当
該

著
作

物
の

種
類

及
び

用
途

並
び

に
当

該
複

製
の

部
数

及
び

当
該

複
製

，
公

衆
送

信
又

は
伝

達
の

態
様

に
照

ら
し

著
作

権
者

の
利

益
を

不
当

に
害

す
る

こ
と

と
な

る
場

合
は

，
こ

の
限

り
で

な
い

。
第
四
十
七
条
の
三
（
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
著
作
物
の
複
製
物
の
所
有
者
に
よ
る
複
製
等
）　

プ
ロ

グ
ラ

ム
の

著
作

物
の

複
製

物
の

所
有

者
は

，
自

ら
当

該
著

作
物

を
電

子
計

算
機

に
お

い
て

実
行

す
る

た
め

に
必

要
と

認
め

ら
れ

る
限

度
に

お
い

て
，

当
該

著
作

物
を

複
製

す
る

こ
と

が
で

き
る

。
た

だ
し

，
当

該
実

行
に

係
る

複
製

物
の

使
用

に
つ

き
，

第
百

十
三

条
第

二
項

の
規

定
が

適
用

さ
れ

る
場

合
は

，
こ

の
限

り
で

な
い

。
第
四
節
　
保
護
期
間

第
五
十
一
条
（
保
護
期
間
の
原
則
）　

著
作

権
の

存
続

期
間

は
，著

作
物

の
創

作
の

時
に

始
ま

る
。

 
２

　
著

作
権

は
，

こ
の

節
に

別
段

の
定

め
が

あ
る

場
合

を
除

き
，

著
作

者
の

死
後

（
共

同
著

作
物

に
あ

つ
て

は
，

最
終

に
死

亡
し

た
著

作
者

の
死

後
。

次
条

第
一

項
に

お
い

て
同

じ
。）

七
十

年
を

経
過

す
る

ま
で

の
間

，
存

続
す

る
。

第
八

章
 罰

則
第
百
十
九
条

　
著

作
権

，
出

版
権

又
は

著
作

隣
接

権
を

侵
害

し
た

者
（

第
三

十
条

第
一

項
（

第
百

二
条

第
一

項
に

お
い

て
準

用
す

る
場

合
を

含
む

。
第

三
項

に
お

い
て

同
じ

。）
に

定
め

る
私

的
使

用
の

目
的

を
も

つ
て

自
ら

著
作

物
若

し
く

は
実

演
等

の
複

製
を

行
つ

た
者

，
第

百
十

三
条

第
三

項
の

規
定

に
よ

り
著

作
権

，
出

版
権

若
し

く
は

著
作

隣
接

権
を

侵
害

す
る

行
為

と
み

な
さ

れ
る

行
為

を
行

つ
た

者
，

同
条

第
四

項
の

規
定

に
よ

り
著

作
権

若
し

く
は

著
作

隣
接

権
（

同
条

第
五

項
の

規
定

に
よ

り
著

作
隣

接
権

と
み

な
さ

れ
る

権
利

を
含

む
。

第
百

二
十

条
の

二
第

三
号

に
お

い
て

同
じ

。）
を

侵
害

す
る

行
為

と
み

な
さ

れ
る

行
為

を
行

つ
た

者
，

第
百

十
三

条
第

六
項

の
規

定
に

よ
り

著
作

権
若

し
く

は
著

作
隣

接
権

を
侵

害
す

る
行

為
と

み
な

さ
れ

る
行

為
を

行
つ

た
者

又
は

次
項

第
三

号
若

し
く

は
第

四
号

に
掲

げ
る

者
を

除
く

。）
は

，
十

年
以

下
の

懲
役

若
し

く
は

千
万

円
以

下
の

罰
金

に
処

し
，

又
は

こ
れ

を
併

科
す

る
。

２
　

次
の

各
号

の
い

ず
れ

か
に

該
当

す
る

者
は

，
五

年
以

下
の

懲
役

若
し

く
は

五
百

万
円

以
下

の
罰

金
に

処
し

，
又

は
こ

れ
を

併
科

す
る

。
 

 
一

　
 著

作
者

人
格

権
又

は
実

演
家

人
格

権
を

侵
害

し
た

者
（

第
百

十
三

条
第

四
項

の
規

定
に

よ
り

著
作

者
人

格
権

又
は

実
演

家
人

格
権

を
侵

害
す

る
行

為
と

み
な

さ
れ

る
行

為
を

行
つ

た
者

を
除

く
。）

 
 

二
　

 営
利

を
目

的
と

し
て

，
第

三
十

条
第

一
項

第
一

号
に

規
定

す
る

自
動

複
製

機
器

を
著

作
権

，
出

版
権

又
は

著
作

隣
接

権
の

侵
害

と
な

る
著

作
物

又
は

実
演

等
の

複
製

に
使

用
さ

せ
た

者

20
03

（
平

成
15

）
年

5月
30

日
公

布
，

20
15

（
平

成
27

）
年

9月
9日

改
正

（
抜

粋
）

第
一

章
　

総
則

第
一
条
（
目
的
）　

こ
の

法
律

は
，

高
度

情
報

通
信

社
会

の
進

展
に

伴
い

個
人

情
報

の
利

用
が

著
し

く
拡

大
し

て
い

る
こ

と
に

鑑
み

，
個

人
情

報
の

適
正

な
取

扱
い

に
関

し
，

基
本

理
念

及
び

政
府

に
よ

る
基

本
方

針
の

作
成

そ
の

他
の

個
人

情
報

の
保

護
に

関
す

る
施

策
の

基
本

と
な

る
事

項
を

定
め

，
国

及
び

地
方

公
共

団
体

の
責

務
等

を
明

ら
か

に
す

る
と

と
も

に
，

個
人

情
報

を
取

り
扱

う
事

業
者

の
遵

守
す

べ
き

義
務

等
を

定
め

る
こ

と
に

よ
り

，
個

人
情

報
の

有
用

性
に

配
慮

し
つ

つ
，

個
人

の
権

利
利

益
を

保
護

す
る

こ
と

を
目

的
と

す
る

。
第
二
条
（
定
義
）　

こ
の

法
律

に
お

い
て

「
個

人
情

報
」

と
は

，
生

存
す

る
個

人
に

関
す

る
情

報
で

あ
っ

て
，

当
該

情
報

に
含

ま
れ

る
氏

名
，

生
年

月
日

そ
の

他
の

記
述

等
に

よ
り

特
定

の
個

人
を

識
別

す
る

こ
と

が
で

き
る

も
の

（
他

の
情

報
と

容
易

に
照

合
す

る
こ

と
が

で
き

，
そ

れ
に

よ
り

特
定

の
個

人
を

識
別

す
る

こ
と

が
で

き
る

こ
と

と
な

る
も

の
を

含
む

。）
を

い
う

。
第

四
章

　
個

人
情

報
取

扱
事

業
者

の
義

務
等

第
一
節
　
個
人
情
報
取
扱
事
業
者
の
義
務

第
十
五
条
（
利
用
目
的
の
特
定
）　

個
人

情
報

取
扱

事
業

者
は

，
個

人
情

報
を

取
り

扱
う

に
当

た
っ

て
は

，
そ

の
利

用
の

目
的

（
以

下
「

利
用

目
的

」
と

い
う

。）
を

で
き

る
限

り
特

定
し

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

。
第
十
六
条
（
利
用
目
的
に
よ
る
制
限
）　

個
人

情
報

取
扱

事
業

者
は

，
あ

ら
か

じ
め

本
人

の
同

意
を

得
な

い
で

，
前

条
の

規
定

に
よ

り
特

定
さ

れ
た

利
用

目
的

の
達

成
に

必
要

な
範

囲
を

超
え

て
，

個
人

情
報

を
取

り
扱

っ
て

は
な

ら
な

い
。

第
十
七
条
（
適
正
な
取
得
）　

個
人

情
報

取
扱

事
業

者
は

，
偽

り
そ

の
他

不
正

の
手

段
に

よ
り

個
人

情
報

を
取

得
し

て
は

な
ら

な
い

。
第
十
八
条
（
取
得
に
際
し
て
の
利
用
目
的
の
通
知
等
）　

個
人

情
報

取
扱

事
業

者
は

，
個

人
情

報
を

取
得

し
た

場
合

は
，

あ
ら

か
じ

め
そ

の
利

用
目

的
を

公
表

し
て

い
る

場
合

を
除

き
，

速
や

か
に

，
そ

の
利

用
目

的
を

，
本

人
に

通
知

し
，

又
は

公
表

し
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
。

第
十
九
条
（
デ
ー
タ
内
容
の
正
確
性
の
確
保
）　

個
人

情
報

取
扱

事
業

者
は

，
利

用
目

的
の

達
成

に
必

要
な

範
囲

内
に

お
い

て
，

個
人

デ
ー

タ
を

正
確

か
つ

最
新

の
内

容
に

保
つ

よ
う

努
め

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

。
第
二
十
条
（
安
全
管
理
措
置
）　

個
人

情
報

取
扱

事
業

者
は

，
そ

の
取

り
扱

う
個

人
デ

ー
タ

の
漏

え
い

，
滅

失
又

は
き

損
の

防
止

そ
の

他
の

個
人

デ
ー

タ
の

安
全

管
理

の
た

め
に

必
要

か
つ

適
切

な
措

置
を

講
じ

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

。
第

六
章

　
雑

則
第
六
十
六
条
　（
適
用
除
外
）　

個
人

情
報

取
扱

事
業

者
の

う
ち

次
の

各
号

に
掲

げ
る

者
に

つ
い

て
は

，
そ

の
個

人
情

報
を

取
り

扱
う

目
的

の
全

部
又

は
一

部
が

そ
れ

ぞ
れ

当
該

各
号

に
規

定
す

る
目

的
で

あ
る

と
き

は
，

第
四

章
の

規
定

は
，

適
用

し
な

い
。

 
一

　
�放

送
機

関
，

新
聞

社
，

通
信

社
そ

の
他

の
報

道
機

関
（

報
道

を
業

と
し

て
行

う
個

人
を

含
む

。）
　

報
道

の
用

に
供

す
る

目
的

 
二

　
�著

述
を

業
と

し
て

行
う

者
　

著
述

の
用

に
供

す
る

目
的

 
三

　
�大

学
そ

の
他

の
学

術
研

究
を

目
的

と
す

る
機

関
若

し
く

は
団

体
又

は
そ

れ
ら

に
属

す
る

者
　

学
術

研
究

の
用

に
供

す
る

目
的

 
四

　
�宗

教
団

体
　

宗
教

活
動

（
こ

れ
に

付
随

す
る

活
動

を
含

む
。）

の
用

に
供

す
る

目
的

 
五

　
�政

治
団

体
　

政
治

活
動

（
こ

れ
に

付
随

す
る

活
動

を
含

む
。）

の
用

に
供

す
る

目
的

第
七

章
　

罰
則

第
七
十
四
条

　
第

三
十

四
条

第
二

項
又

は
第

三
項

の
規

定
に

よ
る

命
令

に
違

反
し

た
者

は
，

六
月

以
下

の
懲

役
又

は
三

十
万

円
以

下
の

罰
金

に
処

す
る

。
第
七
十
五
条

　
第

三
十

二
条

又
は

第
四

十
六

条
の

規
定

に
よ

る
報

告
を

せ
ず

，
又

は
虚

偽
の

報
告

を
し

た
者

は
，

三
十

万
円

以
下

の
罰

金
に

処
す

る
。

20
01

（
平

成
13

）
年

11
月

30
日

公
布
，

20
13

（
平

成
25

）
年

4月
26

日
改

正
（

抜
粋

）
第
一
条
（
趣
旨
）　

こ
の

法
律

は
，

特
定

電
気

通
信

に
よ

る
情

報
の

流
通

に
よ

っ
て

権
利

の
侵

害
が

あ
っ

た
場

合
に

つ
い

て
，

特
定

電
気

通
信

役
務

提
供

者
の

損
害

賠
償

責
任

の
制

限
及

び
発

信
者

情
報

の
開

示
を

請
求

す
る

権
利

に
つ

き
定

め
る

も
の

と
す

る
。

第
三
条
（
損
害
賠
償
責
任
の
制
限
）　

特
定

電
気

通
信

に
よ

る
情

報
の

流
通

に
よ

り
他

人
の

権
利

が
侵

害
さ

れ
た

と
き

は
，

当
該

特
定

電
気

通
信

の
用

に
供

さ
れ

る
特

定
電

気
通

信
設

備
を

用
い

る
特

定
電

気
通

信
役

務
提

供
者

（
以

下
こ

の
項

に
お

い
て

「
関

係
役

務
提

供
者

」
と

い
う

。）
は

，
こ

れ
に

よ
っ

て
生

じ
た

損
害

に
つ

い
て

は
，

権
利

を
侵

害
し

た
情

報
の

不
特

定
の

者
に

対
す

る
送

信
を

防
止

す
る

措
置

を
講

ず
る

こ
と

が
技

術
的

に
可

能
な

場
合

で
あ

っ
て

，
次

の
各

号
の

い
ず

れ
か

に
該

当
す

る
と

き
で

な
け

れ
ば

，
賠

償
の

責
め

に
任

じ
な

い
。

た
だ

し
，

当
該

関
係

役
務

提
供

者
が

当
該

権
利

を
侵

害
し

た
情

報
の

発
信

者
で

あ
る

場
合

は
，

こ
の

限
り

で
な

い
。

 
一

　
�当

該
関

係
役

務
提

供
者

が
当

該
特

定
電

気
通

信
に

よ
る

情
報

の
流

通
に

よ
っ

て
他

人
の

権
利

が
侵

害
さ

れ
て

い
る

こ
と

を
知

っ
て

い
た

と
き

。
 

二
　
�当

該
関

係
役

務
提

供
者

が
，

当
該

特
定

電
気

通
信

に
よ

る
情

報
の

流
通

を
知

っ
て

い
た

場
合

で
あ

っ
て

，
当

該
特

定
電

気
通

信
に

よ
る

情
報

の
流

通
に

よ
っ

て
他

人
の

権
利

が

侵
害

さ
れ

て
い

る
こ

と
を

知
る

こ
と

が
で

き
た

と
認

め
る

に
足

り
る

相
当

の
理

由
が

あ
る

と
き

。
第
四
条
（
発
信
者
情
報
の
開
示
請
求
等
）　

特
定

電
気

通
信

に
よ

る
情

報
の

流
通

に
よ

っ
て

自
己

の
権

利
を

侵
害

さ
れ

た
と

す
る

者
は

，
次

の
各

号
の

い
ず

れ
に

も
該

当
す

る
と

き
に

限
り

，
当

該
特

定
電

気
通

信
の

用
に

供
さ

れ
る

特
定

電
気

通
信

設
備

を
用

い
る

特
定

電
気

通
信

役
務

提
供

者
（

以
下

「
開

示
関

係
役

務
提

供
者

」
と

い
う

。）
に

対
し

，
当

該
開

示
関

係
役

務
提

供
者

が
保

有
す

る
当

該
権

利
の

侵
害

に
係

る
発

信
者

情
報

（
氏

名
，

住
所

そ
の

他
の

侵
害

情
報

の
発

信
者

の
特

定
に

資
す

る
情

報
で

あ
っ

て
総

務
省

令
で

定
め

る
も

の
を

い
う

。
以

下
同

じ
。）

の
開

示
を

請
求

す
る

こ
と

が
で

き
る

。
 

一
　
�侵

害
情

報
の

流
通

に
よ

っ
て

当
該

開
示

の
請

求
を

す
る

者
の

権
利

が
侵

害
さ

れ
た

こ
と

が
明

ら
か

で
あ

る
と

き
。

 
二

　
�当

該
発

信
者

情
報

が
当

該
開

示
の

請
求

を
す

る
者

の
損

害
賠

償
請

求
権

の
行

使
の

た
め

に
必

要
で

あ
る

場
合

そ
の

他
発

信
者

情
報

の
開

示
を

受
け

る
べ

き
正

当
な

理
由

が
あ

る
と

き
。

い
ろ
い
ろ
な
法
律

著
作
権
法

個
人
情
報
の
保
護
に
関
す
る
法
律（
個
人
情
報
保
護
法
）

不
正
ア
ク
セ
ス
行
為
の
禁
止
等
に
関
す
る
法
律（
不
正
ア
ク
セ
ス
禁
止
法
）

特定
電気

通信
役務

提供
者の
損害

賠償
責任

の制
限及
び発

信者
情報

の開
示に
関す
る法
律（
プロ
バイ
ダ責

任制
限法

）

巻 末 い ろ い ろ な 法 律

19
99

（
平

成
11

）
年

8月
13

日
公

布
，

20
13

（
平

成
25

）
年

5月
31

日
改

正
（

抜
粋

）
第
一
条
（
目
的
）　

こ
の

法
律

は
，

不
正

ア
ク

セ
ス

行
為

を
禁

止
す

る
と

と
も

に
，

こ
れ

に
つ

い
て

の
罰

則
及

び
そ

の
再

発
防

止
の

た
め

の
都

道
府

県
公

安
委

員
会

に
よ

る
援

助
措

置
等

を
定

め
る

こ
と

に
よ

り
，

電
気

通
信

回
線

を
通

じ
て

行
わ

れ
る

電
子

計
算

機
に

係
る

犯
罪

の
防

止
及

び
ア

ク
セ

ス
制

御
機

能
に

よ
り

実
現

さ
れ

る
電

気
通

信
に

関
す

る
秩

序
の

維
持

を
図

り
，

も
っ

て
高

度
情

報
通

信
社

会
の

健
全

な
発

展
に

寄
与

す
る

こ
と

を
目

的
と

す
る

。
第
二
条
（
定
義
）　

こ
の

法
律

に
お

い
て

「
ア

ク
セ

ス
管

理
者

」
と

は
，

電
気

通
信

回
線

に
接

続
し

て
い

る
電

子
計

算
機

（
以

下
「

特
定

電
子

計
算

機
」

と
い

う
。）

の
利

用
（

当
該

電
気

通
信

回
線

を
通

じ
て

行
う

も
の

に
限

る
。

以
下

「
特

定
利

用
」

と
い

う
。）

に
つ

き
当

該
特

定
電

子
計

算
機

の
動

作
を

管
理

す
る

者
を

い
う

。
第
三
条
（
不
正
ア
ク
セ
ス
行
為
の
禁
止
）　

何
人

も
，不

正
ア

ク
セ

ス
行

為
を

し
て

は
な

ら
な

い
。

第
七
条
（
識
別
符
号
の
入
力
を
不
正
に
要
求
す
る
行
為
の
禁
止
）　

何
人

も
，

ア
ク

セ
ス

制
御

機
能

を
特

定
電

子
計

算
機

に
付

加
し

た
ア

ク
セ

ス
管

理
者

に
な

り
す

ま
し

，
そ

の
他

当
該

ア
ク

セ
ス

管
理

者
で

あ
る

と
誤

認
さ

せ
て

，
次

に
掲

げ
る

行
為

を
し

て
は

な
ら

な
い

。
た

だ
し

，
当

該
ア

ク
セ

ス
管

理
者

の
承

諾
を

得
て

す
る

場
合

は
，

こ
の

限
り

で
な

い
。

　
一

　
当

該
ア

ク
セ

ス
管

理
者

が
当

該
ア

ク
セ

ス
制

御
機

能
に

係
る

識
別

符
号

を
付

さ
れ

た
利

用
権

者
に

対
し

当
該

識
別

符
号

を
特

定
電

子
計

算
機

に
入

力
す

る
こ

と
を

求
め

る
旨

の
情

報
を

，
電

気
通

信
回

線
に

接
続

し
て

行
う

自
動

公
衆

送
信

（
公

衆
に

よ
っ

て
直

接
受

信
さ

れ
る

こ
と

を
目

的
と

し
て

公
衆

か
ら

の
求

め
に

応
じ

自
動

的
に

送
信

を
行

う
こ

と
を

い
い

，
放

送
又

は
有

線
放

送
に

該
当

す
る

も
の

を
除

く
。）

を
利

用
し

て
公

衆
が

閲
覧

す
る

こ
と

が
で

き
る

状
態

に
置

く
行

為
　

二
　

当
該

ア
ク

セ
ス

管
理

者
が

当
該

ア
ク

セ
ス

制
御

機
能

に
係

る
識

別
符

号
を

付
さ

れ
た

利
用

権
者

に
対

し
当

該
識

別
符

号
を

特
定

電
子

計
算

機
に

入
力

す
る

こ
と

を
求

め
る

旨
の

情
報

を
，

電
子

メ
ー

ル
（

特
定

電
子

メ
ー

ル
の

送
信

の
適

正
化

等
に

関
す

る
法

律
（

平
成

十
四

年
法

律
第

二
十

六
号

）
第

二
条

第
一

号
に

規
定

す
る

電
子

メ
ー

ル
を

い
う

。）
に

よ
り

当
該

利
用

権
者

に
送

信
す

る
行

為


